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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、昨日の一般質問で西田議員の答弁の中で誤りがあっ

たため、町長より訂正の発言の申し出があっておりますので、これを許可し

ます。 

 副町長。 

副 町 長 （浜野哲夫君） 

 おはようございます。 

 昨日の西田議員の丸田荘に関する質問に対する町長の答弁の中で、年間の

利用者の数を毎年延べ１万人とお答えをしておりましたけれども、年間延べ

約３万人、１日平均約１００人の誤りでございましたので、訂正をさせてい

ただきたいと思います。大変御迷惑をおかけいたしまして申しわけありませ

んでした。 

議  長 （山口経正議員） 

 なお、会議録の調製については議長に一任願います。 

 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 通告順５、河野龍二議員の①コミュニティーバスの運行について、②交通

環境の整備について、③図書館建設についての質問を同時に許します。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 おはようございます。 

 早速ですが、通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず初めに、コミュニティーバスの運行について質問いたします。 

 コミュニティーバスの運行は本町の行政課題であり、これまでも何度とな

く、この議会で同僚議員からも質問が行われました。昨年は本町でも、導入

の検討に当たって新たな地域公共交通導入可能性調査も行われております。

今後の進展状況を質問いたします。 

 （１）調査の結果内容はどうだったでしょうか。 

 （２）今後の取り組みと導入計画はどうなっていますか。 

 ２つ目に、交通環境整備について質問いたします。 

 現在、本町では道路の拡張や新設道路の整備により、交通環境が変化して

きています。それに伴い、住民からの要望もたくさん寄せられています。環

境が改善される中で住民の不便を強いる状況では環境が改善されたとは言え

ません。町民の皆さんから寄せられてる内容にどのようにこたえていただく

のか質問させていただきます。 

 （１）高田小学校線橋梁の対応について。新たな新設道路として高田小学

校線橋梁ができました。小学校側からも、歩行者用道路を設置することが地

域住民との合意でした。 

 ここは少し説明させていただきますが、歩行者用道路と表現しております
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が、これが歩道橋になるのかどうかというところの判断ができなかったので、

こういう歩行者用道路と表現させていただきました。 

 これまでも高田小学校からは正門を下ると歩道橋がありました。歩道橋で

線路と道路を渡っていくことが可能でした。今回、この歩道橋を撤去して高

田小線の橋梁ができた結果となりました。高田小から下ってくると、道路を

今回できた橋梁で横断することは可能ですが、長与方面に向かう百合野バス

停に行くのには、さらに小学校からもう１段下り、線路を横断しないと行け

ない。いわゆる以前より不便となっております。そのために、この新しくで

きる橋梁に、不便にならないよう、こうした歩行者用道路を設置するのがこ

の工事の条件であったと考えられます。しかし、その約束が守られず、新設

された道路を利用するには不便な地域や、こうした状況も考えられます。本

来の約束どおり、この歩行者用道路を設置すべきではありませんか。 

 （２）下高田の踏切の一方通行について質問いたします。現在、県道の拡

幅がなされております。それにより下高田の踏切が長崎側からの一方通行と

なる、いわゆる線路を左折できる、そういう状況になると。 

 現在、ここも説明させていただきますが、長与方面からこの線路を右折す

る場合は７時から９時までの条件があって、それ以後は自由です。また、商

店名を言わせていただきますが、ララコープ側からすると、どちらも今現在、

自由に通行が可能です。 

 ここが長崎側から左折するだけの一般通行になるというふうな状況を聞き

及んでおります。この状況が住民との合意ができているのでしょうか。 

 ３番目に、東高田地域内の道路の整備について伺います。この地域は、道

路も狭隘で路側面も整備されておらず、通行に不便を感じています。少量の

雨量でも路側面に水だまりができ、歩行が困難となっています。早急に改善

すべきだと思いますが、どうお考えでしょうか。 

 最後に、図書館建設について質問いたします。 

 建設に向けての進捗状況はどうなっていますか。課題や問題点は何でしょ

うか。以上、質問いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆さん、おはようございます。 

 きょうは２日目でございますけども、第１番目の御質問でございます河野

議員の御質問にお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

 １番目の御質問でございますけれども、１点目の調査の結果内容について

でございます。 

 これはコミュニティーバスの運行について調査の結果内容でございますけ

れども、現在、住民アンケート調査を終了し、町民の皆様の日常の外出先や

外出目的、バス停や駅までの所要時間、公共交通に対する意見などを町内地

域ごとに取りまとめるとともに、既存の公共交通のダイヤや利用者などのデ

ータを加えた本町の公共交通体系の弱点と課題の分析を行っているところで
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ございます。 

 これらの分析結果及びその結果を踏まえた対策につきましては今まとめて

おりますので、今年度内に取りまとめを行うこととしておるところでござい

ます。 

 ２点目の今後の取り組みと導入計画についてでございますが、今年度内に

取りまとめた課題と対策につきましては、今年度内に立ち上げるコンパクト

シティー構想推進委員会などでの議論を経るとともに、町民の皆様や議会の

御意見をいただく機会を設けながら、その対策の具現化を図って対応をして

いきたいというふうに考えておるところでございます。 

 次に、交通環境の整備についてということで、１番目の高田小学校線橋梁

の対応についてということでございます。 

 この高田小学校線橋梁から県道への階段設置についてでございますが、現

段階での橋梁部分から県道歩道部への架設につきましては、昨年の１０月２

５日の地元説明会で県が説明いたしましたように、階段おり口部の歩道幅員

が確保できないというそういう物理的な問題がありまして、現在のところ難

しいのではないかと考えておるところでございます。 

 ２番目の下高田踏切の一方通行でございます。 

 この下高田踏切は、長崎県が施行する都市計画道路高田線街路改良工事に

伴い、ＪＲ九州と長崎県との協議の中で改良工事により踏切の危険性が増加

するため、廃止及び交通規制、これ一方通行でございますけども、の検討を

行う旨決定をいたしまして、それに伴い長崎県から町に対して、平成２２年

１０月に地元自治体の意見を求められたところでございます。 

 これに伴い、同年１１月に近隣自治会に対しまして意見の聴取会を実施い

たしまして、関係住民の御意見を拝聴をいたしております。 

 拝聴しました御意見を参考に検討を行い、町としては踏切は現状どおり存

続し、安全安心の観点から危険防止を最優先に町道側からの進入は禁止とし、

県道側から左折の一方通行という結論に達し、平成２４年１月に長崎県に報

告をいたしたところでございます。 

 その後、長崎県、ＪＲ九州及び長崎県警察本部で協議を行い、最終的に危

険防止のため、県道側からの左折の一方通行という結論に至った旨の報告を

長崎県から平成２４年１２月に受けたところでございます。 

 改良工事完了後、しばらくは利用者には不便をおかけすると思われますが、

安全安心の道路利用を行うために、ぜひとも御理解をお願いをしたいと思っ

ておるところでございます。 

 ３番目の東高田地域内道路の整備についてでございますが、当路線は以前、

大型車両が頻繁に通行する工場があったわけでありまして、路面が破損する

たびに緊急的に舗装補修工事を実施をしてまいっておりました。排水設備が

不良のため歩行者に大変御迷惑をおかけしていた状況でございます。 

 現在、長崎県による高田川河川改修工事が実施されておりますが、当路線

より上流区間は今後改修する予定となっておりまして、工事車両の通行が予

想されることから、側溝整備を含めた全面改修につきましては河川工事と同
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時期に実施をしてまいりたいと考えております。 

 応急的なものにつきましては、その都度実施をしてまいりたいというふう

に思っておるところでございます。 

 ３点目の図書館建設についてでございます。 

 新図書館建設につきましては、既存施設の老朽化や今後のまちづくりにお

ける核となる施設との位置づけから、その整備につきましては喫緊の課題で

あると承知をしております。 

 現在、教育委員会において図書館整備計画検討委員会を設置し、新図書館

としての機能や生涯学習施設としての機能について調査、検討を進めている

ところであります。これまで４回の会合を持ちまして、先進地の視察研修や

多良見図書館の建設時の情報収集などを行ってまいりました。 

 本検討委員会における結論はいまだ出ているところではございませんが、

他市町の施設の状況や国の指針などを踏まえると、本町における図書館機能

としての規模は、人口５万人で想定すると蔵書数あるいは必要面積もそれ相

当の広さを確保する必要があります。また、委員会におきましては、駐車場

にゆとりがあるかないかでその利用度が大きく変わってくるという意見も多

く出ているところでございます。 

 この検討委員会での検討に加え、大きなまちづくりの視点から新図書館の

コンセプト及び規模、さらに適当地の選定について検討を加えることとして

おり、今年度内に立ち上げるコンパクトシティー構想推進委員会との両輪に

より、来年度中には新図書館の大まかな規模と建設予定地を決定すべく検討

を加速をさせていきたいと考えておるところでございます。以上でございま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 それでは、再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、コミュニティーバスの件ですが、住民の皆さんから寄せられたアン

ケートについては今、検討中だということでありますので、なかなか質問し

ても答えが出てこないのかなというふうに思いますけども、現状で構いませ

んが、いわゆるこのコミュニティーバスを導入に当たっての今、町が課題と

思っている問題は何なのか、その部分について最初お伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画振興部長。 

企画振興 （山田譲二君） 

部  長  コミュニティーバス導入に当たっての課題ということの御質問でございま

すけれども、今アンケート調査を実施し、それから既存のダイヤ等の分析、

これはコンサルの協力も得ながら実施しておるところでございまして、年度

末までには一定の取りまとめを行うという予定でございます。 

 本町におけるコミュニティーバス等の公共交通体系を充実するということ

についての課題ですけれども、特に路線バスについてでございますが、本町
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における公共交通の空白地帯というのが、明らかにその空白地帯があるとい

ったようなところが非常に少ないといったようなところが一般的に上げられ

ようかと思います。そうなると、いわゆるコミュニティーバス等に限って考

えると、いわゆる長崎バスさんがほとんどなんですけれども、そういう通常

の路線との競合というところがどうしても問題が出てくるということでござ

います。新しいコミュニティーバスを導入したがゆえに既存の路線バスが廃

止されるといったような例も全国では見られておるところでございます。 

 そこの調整というのは、これは例えば乗り合いタクシーにおいても同様の

ことでございまして、そこの調整をする会議というのを別個設けるというの

も当然義務的になっておるわけなんですけれども、そこの調整が非常に難し

いということになろうかと思います。 

 そして路線的にも、その路線が一定あると。そういう中で、その路線があ

っても、実態として空白地帯がなくても、やっぱり高齢化の進んでおる団地

における狭隘な道路、そして高齢者、弱者の方がふえておられると、こうい

う一方の問題もございます。いろんな方策が考えられるわけなんですけれど

も、そのあたりを総合的に考えて、１本の対策でいいのか、あるいはベスト

ミックスと言いましょうか、地域に合わせた考え方をとらなければいけない

のかというようなところが今後の課題と対策の考え方になろうかと思ってお

ります。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 私もその辺が非常に課題かなというふうに思っておりました。全国のコミ

ュニティーバスの運行をされてる状況でも既存のバス路線との競合の問題

等々がやっぱり課題となっている状況であります。 

 いま、部長からの説明がありましたように、本町は特に公共交通機関が非

常に充実していないわけではないという部分がある。これは住民アンケート

の結果でも、満足、やや満足が２５％ある中で、やや不満と不満が４１％と

いう状況で、ですからバス路線が充実してる近くに住んでる方はそう不満を

感じてない。ただ、やはり長与町の実態である、どうしても住宅密集地が高

地にあるということで、バス停まで行くのが多少困難だというところでの不

満があるということで、やはりその部分は今回出されたアンケートなんかで

十分検討されて、私は、このコミュニティーバスを導入するに当たって全国

的な成功例もありますけども、やはり長与独自のそうした中身での検討が非

常に必要かなというふうに思います。 

 これからが検討課題のようですが、そこで少し早目にこうしたことを取り

組んでいただきたいというふうな観点から、先ほど出されましたコンパクト

シティー構想委員会ですね、これが町長の施政方針でも述べられております。

これが今年度中に立ち上げるというふうな話の中身ですが、これがいつごろ

にできて、今年度中にその結果をまとめるというふうな話でありました。こ

の辺も時間的に少し、どういう経過があるのか、少し早くそういうことを取
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り組めないのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画振興部長。 

企画振興 （山田譲二君） 

部  長  コンパクトシティー構想に係る検討の委員会につきましては、３月中に第

１回目の立ち上げの委員会を開催したいと思っております。特に今回の場合、

外部の目から見た有識者の御意見、まちづくりの専門家、都市計画の専門家

等を踏まえ、あるいは町内の関係団体の方も御参加いただきまして、１０人

程度で立ち上げをしようと思っております。 

 立ち上げでございますので、これは来年度以降いろんなまちづくりの課題

を御研究、検討をしていただくということで、その構想づくりに御助言をい

ただくということになりますので、今回このアンケート調査あるいはダイヤ

等の実態の調査の中で課題と対策をこの公共交通体系についてまとめた後に、

その委員会等の御協力を得ながら来年度、その具現化に向けて御助言をいた

だくという形になろうかと思っております。 

 したがいまして、今年度内に立ち上げ、今年度の１回のみで終わるという

話ではございませんで来年度、その事務的な案、そのあたりにつきまして御

意見をいただきたいという形で考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 ２５年度中ということですね。できれば、もうそのアンケートをとったの

が昨年ですね、２４年の１２月で、やはりそこには多くの皆さんの期待が寄

せられてるわけだと思います。方向性を少しでも早目に出して住民の皆さん

にやはり安心を与えるという意味では、もう少し速いスピードで取り組みを

ちょっとお願いしたいというふうに思います。 

 あとコミュニティーバスについては、まだその調査結果も出てないという

状況なので、これ以上聞いてもなかなか答弁も得られないかなというふうに

思いますが、少し私が調査した中で、やはりこのコミュニティーバスを取り

組むに当たっての提案といいますか、そのことを言わせていただきますと、

やはりコミュニティーバスを導入に当たっては、非常に心配なのは、せっか

く導入しても全く乗ってないじゃないかと、そういう批判も受ける地域もあ

ります。ただ、やはりここで重要なのは、何を目的にするのかと。やはり各

地域の成功例とまでは言わないかもしれませんけども、例えば不便な方が二、

三人しかいないと。じゃあ、そのうち２人でも乗れば、いわば成功例だと。

やっぱりやり方だと思うんですよね。 

 だから、そういう需要予測を立てて、いかにその人を目的のために運ぶか

というところを解消していくと。単に、もうここは少ないからだとか、乗っ

てないからだとかというふうな判断になると、なかなか導入できないんじゃ

ないかというふうに思いますので、その後もこうしたコンパクトシティー構

想委員会の中で、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 
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 これ答弁結構ですので、引き続き質問をさせていただきたいというふうに

思います。 

 次は、高田小の橋梁の課題ですが、先ほどの答弁の中で町長は、現状の幅

員が、いわゆる階段を設置する幅がないというふうに答えられました。ただ、

これは前回も同僚議員が質問されたんで経緯が述べられたかと思うんですが、

ここがなぜ設置ができなかったか、その経緯を少し説明していただきたいと。

いわゆる住民の皆さんが望んでいた階段ができなかった理由を説明していた

だきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  これは１０月２５日の説明会のときに、説明がなくて廃止になったという

ことで、一応おわびを申し上げております。 

 経緯につきましては、当初階段を設置する案でございました。今、百合野

踏切というのがございますが、この跨線橋を設置するＪＲとの協議の条件の

中に当初、踏切の廃止というのがなされておりました。その後、地元の要望

から、弱者とかそういう高齢者のためにあけてほしいという要望がございま

して、主に百合野方面からの通行になると思いますが、ということで、踏切

はＪＲの方と協議しまして、車は行けないけども歩行者等を通すために、そ

こは協議内容を変えて踏切を通行できるようにしましょうということで決ま

りました。その後、当然ここがあけるのであれば、この階段の必要性という

のは安心の面からとか、今度小学校の横に町の方でやってる道路の歩道もつ

くるということから、その分につきましては廃止というようになった結果で

ございます。 

 ただ、地元説明会において、その説明会を省いた点につきましては申しわ

けなく思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 大体踏切を全面通行どめするということ自体が非常に無謀だったかなとい

うふうに思うんですが、安心を考えると逆に、この階段設置の方が踏切を渡

らずに済むという意味では安心ではないのかなというふうに思うんですけど、

今さらなんですが、工事の過程でその橋をつくらないというときに、既にで

きない、もうやらないということを決まってるわけですから、その時点での

やっぱり何らかの説明が必要だったかなというふうに思うんですよね。それ

が、なぜできなかったのか。工事をする段階で、もう橋は、階段はつくらな

いというふうになっていくわけですから、そこがなぜできなかったのかとい

うのと、もう一つ、この工事費用については当然、階段もつけての工事費用

だったと思うんですよね。その部分では、この工事内容の費用というのは若

干変わってるんですかね。その辺についてお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  先に後段の費用の面から御説明申し上げます。これ多分、説明会でも県の

方が説明されたと認識しておりますが、この歩道橋をやるとして、当然その

歩道橋の費用と、現在この県道に大村から入っております導水管の移設です

ね、そういう移設に多額の費用がかかるということで、費用の面に関しては

当然、歩道橋以外の部分の因子がございます。あとＪＲとの今度、施工性の

問題ですけども、当然ここにやるとすればＪＲとの協議ということになると

思います。 

 あと、なぜ説明会ができなかったということだと思いますが、これにつき

ましては、当然やるべきだったというふうには認識しておりますが、ここの

踏切をあけるということで、当然、県の工事でございますけども、あけると

いうことで、この部分はそこの利用者の数ということで、その部分について

はちょっと外したということでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 １つ、工事費については、今説明があったのは今からかかる工事費の問題、

いわゆる橋梁をつくるときに当然階段の設置費用も工事費の中に含まれてた

わけですよね。で、階段を設置しなかったという意味では工事費の関係は変

わってきてるんですかね。そこら辺をちょっともう一度。今の説明ではちょ

っとよくわからなかったので、もう一度お願いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  当然、階段はつくっておりませんので、その分は減額になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 それというのは、どっか知らんで不用額か何か上がってくるんですかね。

不用額として、いわゆる執行残か何かで上がってくる形になるんですか。そ

れとも、もう既に違う工事費の中に組み込まれてるという形になるんですか

ね。ちょっとその辺がわかれば、お願いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  予算の中で当然それはもう、当初からやっておりませんので不用額という

ことは発生しないんですけども、当初の見込みよりは当然それは下がってお

りますので、これ区画整理事業ですので、その中の事業費の内訳が減額にな

っているということでございます。 

議  長 （山口経正議員） 
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 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 もともと、やはりその橋をつくるためのお金だったわけですたいね、費用

だったわけですたいね。やっぱりそこが違う事業費に今度、いわゆる全体の

工事費の中に充てられるというのはやはりちょっと問題かなと。私はやっぱ

りそこで、この費用を使ってでも、この橋は設置すべきではないかなという

ふうに思います。 

 そこで、歩道の幅が言われました。この歩道の幅が実際どれくらいないと

できないものなのか、お伺いしたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  一般論で最小の歩道幅といいますと、当然２人すれ違うということで１.

５メートルは必要だと考えております。階段の内幅ですね。外幅は、その構

造によって幅が違ってまいりますが、最低、片幅で３０センチぐらいは必要

かと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 それはいわゆる階段の幅ですよね。町長が答えられたのは、いわゆる設置

する歩道幅がないというふうに言われたと思うんですよ。だから、現状の歩

道幅がどれくらいないといけないものなのか、いわゆる設置、階段を取りつ

ける歩道幅がどれくらいないといけないのかというところをお伺いしたいと

思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  済みません、勘違いしておりました。そこの道路は、都市計画道路で一般

的に１６メーター道路という道路でございます。車道が９メーター、歩道が

７メーター。この７メーターが半々ですので３.５メーターでございます。

この３.５メーターには植栽帯が入っておりますので、２.５メーターという

ことになろうかと思います。 

 ただ、現状につきましてバスレーンでございますので、バスレーンのとこ

には植栽帯は設けませんので、その分は勘案して多分、今、現状では２メー

ターから３メーターかなというふうに認識しております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 いや、申しわけないです。私が聞いてるのは、じゃあどれくらいの幅がな

いとできないのかというところなんですよ、その歩道幅が。いわゆる３メー

ター以上あるならば階段を設置できるのかどうなのかというところですね。
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その辺が、町長はそういうふうに答えられてる。ちょっと申しわけない。町

長はそういうふうに答えられたと思うんですよ。現在設置する歩道幅が狭い

のでできないんですよというふうに言われたと思う。じゃあ、その歩道幅は

どれくらい必要なのかというところなんですけど、そこをちょっと再度お伺

いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  一般的には３.５メーターでございます。ただ、さっき町長が答弁申され

ました歩道の幅が狭いというところにつきましてはバスレーンでございまし

て、現地の幅員から言いますと、そこに階段をした場合に通行者が多分１メ

ーター未満になるものと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 なぜこういうことを聞くかというと、もともと、じゃあ最初からこの歩道

幅が狭いんですよと、だから設置できないんですよという。歩道幅ってもと

もと道路をつくるときにもう決まってたんじゃないかなと。その歩道幅に階

段をつけましょうという約束だったんじゃなかったのかなというふうに思う

んですよね。そうしないと、もっと歩道幅をとっとかないといけない。今３

メーターということを言うとるんですけど、私ちょっとはかったんです。３

メーター５０、広いところで。じゃあ、歩道幅が狭いなら４メーターとか５

メーターと、とっとかないと階段が設置できなかったんですよというふうな

理屈になるわけですよね。でも、今の説明ですと、３メーター５０あればで

きますよと。じゃあ町長が言う、歩道幅が狭いんで設置できないんですよと

いうふうにはならないですよね。だから、もともとそういう設置する気がな

かったんじゃないかなというふうな感じを受けてしまうわけです。ですから、

この歩道幅が狭いからできないという理屈はならないなら、私はつけるべき

だというふうに思います。 

 確かに歩道橋の、今度階段の方の幅、１.５メーターで両方３０センチと

ると８０の２メーター１０なる。確かにそれぐらい。ただ、私も説明会のと

きにちょっと話させていただいたんですが、階段の幅が、じゃあそれだけ必

要なのかと。確かにすれ違う場合にそういうその幅が必要ですと。ですれ違

うときに、あのときの説明会でも、傘を差してすれ違うような条件がないと

できませんよというふうな話されてたんですよ。それは別に規定でも何でも

ないはずですよね。だから本当に歩行者が、それこそ人数が少ないならば、

そういう観点でここをつくらないというふうな判断に立ったならば、町長、

わずかな人数しか通らないなら、この階段の幅を狭くしてでも設置が可能じ

ゃないかなというふうに思うんですけども、どうですか町長、設置できない

でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 
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 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  歩道の幅が１人でもというお話につきましては、この分が公共の階段とし

て将来的には当然、この階段は町道の一部としてなりますので、それを管理

する義務上、最低幅の確保というのは必要だと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 最低幅ちゅうのが決まってるんですか、道路のそういう階段、歩道橋の最

低幅というのが決まってますか、道路の規定か何かで決まってるんですか。

その辺、再度確認させていただきたい。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （鈴木典秀君） 

 これにつきましては、昭和５４年１月の日本道路協会の立体横断施設技術

基準に基づきまして、階段については１.５メーター以上という規定がござ

います。それに基づきまして今、最低１.５メーターは必要ということで御

答弁させていただいております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 そういう規定があるんでしょうけど、全国的にはやはり、これはその前に

できた歩道橋なのかわからないですけど、１.５メーターぐらい、いわゆる

中身が１.５メーター、結局、両端が３０センチというふうになるわけです

かね。その辺もですよ。中身が１.５メーターならば、その両端の３０セン

チちゅうのも今の工事技術か何かで改善できないものなのか。いわゆる歩道

の階段の幅が１.５メーターあれば可能なんでしょうからですよ。その辺を、

いわゆる両端３０センチも必ずその規定の中で決まってるんでしょうかね。

その辺も含めて今の。私はどうしたらできるかというふうな、今できない状

況ですよ、その歩道が。先ほど言うとる、歩道が狭いと。歩道の問題は今も

うその理由じゃなくなってきたわけですたいね。だから、どうしたらできる

かというふうな、そういう検討に立っていただきたいと。 

 説明会のときもありました。今から建設するならば、先ほど町長からあり

ました、管の移設をせんばいかんとかですね。そういう問題が出てくると。

あそこは県道ですから、県道を全く封鎖して、クレーンを置かないと設置で

きないとかですね。そのできない理由ばっかり述べられてる。どうしたらで

きるのかと。やっぱり住民と約束してるわけですから。しかも今、橋ができ

た結果、途中でできない状況ですという説明がなくても、橋ができた後に済

みません、できませんでしたという理由をしてるわけですから。これはやっ

ぱり約束を守って、どうしたらできるかというふうな検討をすべきだと思う

んですけども、その辺、再度検討していただきたいと思います。 
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議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （浜野哲夫君） 

 私の方から少しお答えをさせていただきたいと思います。 

 当初は、計画をする段階では踏切をもう全面通行どめにするということで

両方につくるということになっておりました。先ほど課長が言っております

ように、踏切を歩行者のみ通すということで片方の階段を外したということ

でございます。 

 先ほど説明をしなかったということでございますが、この点につきまして

は、やはり県に委託してる関係でうまく連絡がとれなかったということで大

変、地元説明に関しては申しわけないというふうに考えておりますけれども、

現状では今、もうつくらないということで道路も計画をしておりまして、あ

の中に階段を入れるというのは非常に難しいというふうに考えております。 

 今、議員さんがおっしゃられますように、もっと幅を狭くしていいんじゃ

ないかということも言われておりますけれども、逆にその方が危険性がある

んじゃないかというふうなことも考えております。雨が降ったら傘を差しな

がら当然上ったりするわけでございますので、その点は一つ御理解いただき

まして、踏切の方も活用しながらお願いをしたいというふうに考えておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 技術的な面ではもう私は全く素人なんでわからないんですけども、やはり

ここは住民との約束、やっぱり行政と住民との信頼関係の問題だと思うんで

すよね。やっぱり約束事は守るべきだというふうに思うんです。 

 先ほど、揚げ足をとるようですが、傘を差して歩かなければならないとい

うこと。私、ここの橋を見てみまして、この橋の下を階段ができれば傘を差

して歩く必要性ないんですよ。傘を閉じて歩けるわけです。橋の橋げたの下

を、橋の下をずっと階段を。そういうことも考える。ですから、何とかしし

てできる方向を私は検討すべきだというふうに思いますけども、再度そうい

う検討ができないんか、これは町長にお答えしていただきたいと思いますけ

ど、いかがですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 私、この橋ができるときにこの契約に参加させていただいてなかったもん

ですから、どういう状況であるかということについては十分承知をしてない

部分はあるわけでございますけれども、ただ、今申し上げましたように、恐

らく橋をつくる段階の中でそういった危険性の問題、あるいは鉄道を今、横

断歩道といいましょうか踏切がありますけども、踏切をどうするか、あるい

は車を通すか通さないかというような観点から、それを実際協議をしてきた
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だろうと思いますし、そういう中で現在の形が決まってきただろうと私は思

うっております。 

 ただ、議員さんがおっしゃるように、町民の皆さん方にとってはどうした

らいいかという、何が一番便利なのかということは私も理解を十分しており

ます。したがいまして、この部分について今、所管がお話しいたしましたけ

ども、私としても、もう一度どういうものであるか十分に調査もしていきた

いというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 ぜひもう一度、そういう中で住民の方にも十分説明していただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、下高田踏切についてですけど、ここが、説明もありました県道の拡

幅の中で県とＪＲと協議をして、ここも通行どめの話からこうした形になっ

てる状況です。確かにこの線路は、町道側から線路を越えるところ、待機場

が非常に狭いということで危険性があるのは重々理解してますし、安全面か

らもいろんな施策が必要かなというふうに思いますが、ただ、ここをちょっ

とお聞きしたところによると、かなりの交通量があるというふうにお聞きし

ておりますんで、その交通量について少し、今現状持ってる数字があれば、

お知らせしていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （吉村 了君） 

 お答えします。 

 これは県の方で調査を行っております。調査日が平成２３年の６月でござ

います。時間としましては、午前７時から午後７時までということで。県道

の長崎市方面から下高田踏切を左折する車両が３４８台、そしてまた直進車

両が６,３２６台、それから今度は長与方面から県道を長崎市に行く方で、

下高田踏切で右折車両が１９４台、それで直進車が６,２０８台。そしてラ

ラコープ方面ですね、町道側から踏切を渡りまして県道を左折する車が４４

７台、そして右折車両が１８１台でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 これから見ると、いわゆる町道側からこの線路を渡る車の方が多いわけで

すよね。そういう中で、そっち側はもう通行どめになってしまうと。確かに

安全性の確保から考えるとそういう手段も必要かなと思うんですけど、ただ、

この４４７台、１８１台というのが今度、町道の西高田の方に行くわけです

よね。西高田から今度どちらに行くかというと、やはり榎の鼻の信号に行く

わけです。この榎の鼻の信号が、ここも私ちょっと調べてみたんですが、信

号機の時間が約２０秒、車が行けるのが１０台前後なんですよ。よく行って
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１０台。そういう状況の中で、これだけの車がそちらに動くと、ここら辺で

の住民の不満というのが出てくるんじゃないかなと。この部分も解消されな

いと、一方的にここが通行できませんよというふうにはならないんじゃない

かなというふうに思うんですが、この部分についての協議はできてるものな

のか、できるものなのか。そこら辺についてお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （吉村 了君） 

 ただいまの御意見ですけども、佐藤病院の横の交差点ということで認識し

てよろしいでしょうかね。そこに関しましては、この改良工事が大体９月ま

でに何か終了予定ということでお聞きしておりまして、完了後、供用開始に

なりましたら規制が同時にかかるということでございますので、実際もう規

制後に、そこの交差点の状況を十分調査させてもらって、その後どういう状

況であるかということで、その後どういう対応ができるかちゅうのは十分こ

れは検証をさせていただきたいと思います。 

 その中で例えば信号機での対応ができないかどうかちゅうのも、これは警

察と協議をしなければならないと思いますけども、その辺は十分、今後研究、

調査をさせていただきたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 昨日、同僚議員でも質問がありましたけども、やっぱりどうなるかという

予測を立てて検討していくべきじゃないかなと思うんですよ。 

 特に以前お伺いしたときに、この佐藤病院横の先ほど言われた信号機の信

号の停止線の問題で、ここが非常に不便だということで何度も警察の方に要

求するけども、なかなかここが改善されなかったという話を聞いたことがあ

るんですよね。そういう実態があるならば、不満が出ても何度となく、今こ

の議会でもいろいろ出ていますけど、その高田越橋ですかね、あそこの信号

機でも不満はいっぱい出るんですけども改善がされない。実態を見て改善を

考えましょうじゃあ、私は遅いと思うんですよ。こういう問題が解消されな

いと、なかなかこうした、いやもう通行できませんよというふうにならない

んじゃないか。それこそ住民の合意が得られないんじゃないかなというふう

に思うんですよね。 

 住民説明会をされたということですけども、じゃあ合意が得られたのかど

うなのかというところもあるんで、ここはやはり、その前に９月が工事が終

わって、その後の実態を見てというんじゃなくて、もう実態はっきりしてる

んじゃないですか。車がそちらに全部流れるわけですから。ここはやはり事

前に協議をするというのが必要じゃないかなというふうに思うんですよ。こ

の辺、いかがでしょうかね。すぐに協議ができるかどうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 
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建設部長 （鈴木典秀君） 

 私も昨年４月から建設部長ということで、御質問があったときに、これま

での経緯を調べさせていただきました。まず最初には、２２年１０月１日に

高田線改良ちゅうことでＪＲ九州と県とが計画協議を行って、廃止または交

通規制ということで、町の意見聴取の要望があっております。 

 それから２２年の１０月７日に、廃止ということはちょっと難しいという

ことで県道側からの一方通行ということで検討を始めまして、２２年の１１

月３０日に、関係自治会ということで下高田自治会、西高田自治会、ツイン

キャッスル自治会等々に説明を行っております。 

 そのときの自治会の意見としましては、西高田としましては危険防止のた

め町道側からの進入をやめて県道側からの一方通行にした方がいい、どうし

ても危険であれば全面通行どめに、人は可能ということで車の全面通行どめ

にしてもいいと。それから、下高田自治会からは現状どおり存続してほしい

ということであったけれども、事故等の危険性もあるということで、方向に

ついては最終的には町にお任せするという結論をいただいております。 

 そういう結論を踏まえて、町として県道からの左折の一方通行が安全性を

考えた場合に今一番いいんじゃないかということで、過去の経過をずっと調

べますと一定地元からは理解、ただ実際こういうふうな格好で左折の一方通

行ということになれば、今おっしゃられたように町道から出られなくなりま

すので榎の鼻が混雑するのではなかろうかとかいう、もう最終的な、こうい

うふうになりますという説明会をしたときには、そういう御不満も出たこと

は事実ですけども、以前にそういうふうなことで、我々としましては一定、

町の判断にお任せしますと理解を示すということがあったものですから、そ

れに基づいて協議を進めて、今のような方向になったわけです。 

 御指摘のように、榎の鼻が若干込み合うのかなという思いもあります。た

だ、将来的に榎の鼻の区画整理ができれば、城ノ平の方に回れば大きい道路、

何年か後ですけども、できて、実際申しまして、榎の鼻の踏切の混雑解消の

ために西高田線というのはつくっております関係で、どうしても榎の鼻が変

則交差点ということで信号の時間も短いということがわかっておりますので、

課長が申しましたように状況を見て信号調整ができないものかどうか、そう

いうのを警察と協議させていただきたいなというふうに思ってるとこでござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 住民説明会の内容だと思うんですよね。なかなかそういう安全性を求めら

れると、それに納得せざるを得ないという部分が多分あると思う。極端に言

えばＪＲ側からも通行どめにしたいというふうな話が出てるわけですからね。

ただやっぱり、そこが住民のそういう声にも基づいて協議をしていくべきだ

と思うんですよ。 

 私、この線路も見させていただいたんですけど、じゃあＪＲ側はその安全



 

－ 93 － 

確保のために何をしてるかというふうなところをちょっと見てみたんですが、

例えば緊急停止ボタンだとか、いわゆるそういう発信ボタンみたいなもの、

ないわけですよね。そういうのもせずに、みずからの安全性を確保するため。

確かに安全性、大事ですよね。安全性が最優先されなければいけませんけど

も、利便性もやっぱりそこに配慮した形で取り組むべきだというふうに思い

ます。 

 もう一度、この規制の前にそうした協議ができないか、そこをちょっと再

度お伺い……。先ほどから言われてるのは、そうした状況になった後、状況

を見てというふうな話ですけども、こういうことが考えられるんじゃないか

というところで再度その規制の前に協議を求めていくというふうな形ででき

ないものなのか、この辺について再度、答えをいただきたいというふうに思

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （鈴木典秀君） 

 先ほど申しましたように、我々としましては地元の自治会等々にも説明を

申しまして同意いただいて、それに基づいて、町の判断として県道からの左

折の一方通行ということでＪＲそれと県の方ですね、長崎振興局あたりと協

議を進めた結果でございますので、今さらこれを覆すということは現段階で

は無理ではなかろうかと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 その通行どめをやめてくれということ言うんじゃなくて信号機の問題です

よ。信号機の問題をこうした規制がされる前にやっぱり協議をしておくべき

じゃないかというところでですよ。そこもできないんですかね。ちょっと再

度お伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （鈴木典秀君） 

 失礼しました。信号機については、今の台数等々の資料がございますので、

事前に警察との協議は進められると思いますので、進めていきたいと思いま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 時間がありませんので、東高田１点だけちょっとお伺いします。 

 ここは、これまでもこの河川道路の整備の関係で、こうした整備をしてい

きますよというふうに。確かに自治会からも何度となく要望があって、その

都度対応はしてもらってるんですけど現状が全然よくならないですよ。です

から、ここはもうやはり、もっと積極的にといいますか、もう本当に歩行が
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大変です。もう大きな水たまりができて。車が通るのも水しぶきを上げるん

じゃないかというそういうことがあって、緊急の課題だというふうに思いま

すんで、この部分については再度、何らかの方向性をぜひいただきたいとい

うふうに思いますんで、答えをお願いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （日野 勉君） 

課  長  以前は、かなり車の出入りが多くて、路面自体がもう相当傷んだ上にアス

ファルトをかぶせておりましたので、当然そういう不便をおかけしておりま

した。今はそこにあった工場とかもございませんが、当然そこから先の橋梁

から上の分の工事が入りますので、以前よりは車自体の交通量はふえていな

いものと考えておりますので、とりあえず側溝をする前の路面の補修につい

ては近々に実施してまいりたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 それでは、時間がありませんので、図書館について質問させていただきま

す。 

 この図書館建設についてもコンパクトシティー検討委員会でしたかね、そ

こで協議するということで、これまでも長与小の建設の後は図書館ですよと

いうのが町の方向性だったと思います。その念願の長与小学校も建設されて

次は図書館。ただ、現状を見ると、なかなかその状況が進展しないという状

況にあるというふうに思うんで、これも早急の結果だとか方向性を出さない

といけないと思うんですよ。ただ、コンパクトシティー検討委員会だという

ことになると、また少し時間がかかるんじゃないかなというふうに思うんで

すが、その辺でどうですかね。どの時期までに一定の方向性を出すというふ

うなお考えがあるのか、再度お伺いしたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 私は、この町長選挙に出させていただいたときに文化の充実というのは、

これはもう非常に大きなウエートとして話をしております。したがいまして、

図書館はぜひ立派な図書館をつくりたいなというふうに思っております。 

 ただ、流通のイオンの進出してくるといった場所も、以前は今の県立大学

の横の山合いだったわけですけど、それがなくなりまして、動静が変わった

ということでございます。それから、また今ＪＡの選果場ですね、これもい

わゆる西彼の多良見の方に移ったというようなことでございまして、そこも

ＪＡの方で、その空き地を有効に使ってもらいたいというような話もありま

す。そして、また中央商店街の方も、活性化するために老人医療センターを

もう少し変えたらどうかとか、そういったいろんな話もあるんですね。 

 その中で、長与町の大まかな枠はありますけども、そういった公益施設
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等々、図書館等々ですけども、そういったものが、どの地点にできることに

よってどういう形の影響が出るかというのは、やっぱり少し変わってきてる

と思うんですね。マスタープランにおきましても、少しずつ変わってきてお

りますので、大枠は変わりませんけども、その中で、どこに何を設置すれば

いいかということが、この喫緊の課題でございます。 

 私も、これにつきましては早急に結論をつけたいと思ってます。したがい

まして、来年度中にはそのあたりの目鼻がつけるように、急がせてやってい

きたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 河野議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 もう時間もありませんので、私、文化ホールができたときに、あそこは中

尾城公園の公園施設ができる予定だったのを急遽文化ホールに変わったんで

すよ。この公共施設ちゅうのは、やはり高地には私は向かないと思うんです。

やはり本当、住民の皆さんが気軽に立ち寄れる状況でないといけないという

ふうな思いがありますんで、その辺も十分配慮していただいて検討していた

だきたいということを申しまして一般質問を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１０時４５分まで休憩します。 

（休憩１０時３２分～１０時４５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順６、西岡克之議員の①長与町の防災政策について、②公文書管理に

ついての質問を同時に許します。 

 １０番、西岡克之議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 それでは、質問をさせていただきます。もう少しでお昼ですので我慢して

聞いてください。 

 まず初めに、一昨年３月１１日に起きました東日本大震災からもう２年た

とうとしております。そこで、もう一度冷静になって防災について見詰めて

みようかなという思いで質問をさせていただきます。 

 長与町の防災政策についてということで、東日本大震災が起きてはや２年

が経過しようとしております。死者、行方不明者は２０１２年６月１３日、

警察庁の発表によりますと、亡くなられた方が１万５,８６１人、いまだ行

方がわからない方が２,９３９人となる未曾有の大災害ということになりま

した。お亡くなりになられた方には哀悼の意を謹んでささげたいと思います。

また、残された方も住宅など財産等御被災されまして、いまだに仮設住宅で

不自由な生活を送られているというのも現状でございます。けさほども埼玉

県でしたかね、被災された方が、何か被災地から出ていけというふうな話が

ニュースになっておりましたが、いまだに心が痛みます。いまだに仮設住宅

で不自由な生活をおくられているのも現実でございます。一日も早い復興・
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復旧を願うばかりでございます。 

 このような災害はいつ起こるか予想することもできません。しかし、一た

ん災害が起これば復興・復旧はもとより、まず人命の安全確保が最優先であ

ると思いますし、自治体としても最低限、生命と財産を守る義務があると思

います。そこで、本町におきましても災害時における避難誘導を初め防災対

策はどのように実行していかれるのか、改めてお尋ねをいたします。 

 最初に、自治会ごとの避難所の指定はできていますか、お尋ねをいたしま

す。 

 ２番目に、町内に避難所の告知や連絡体制の整備はできているのか、お尋

ねをいたします。 

 ３番目に、避難所の中で学校施設を指定しているところはありますか、も

しあるのであれば、水や食料の蓄えはどのようにされていますか。数日間過

ごせるだけの生活環境の確保はできていますか、お尋ねをいたします。 

 ４番目に、ハザードマップの作成はできているのかどうか、お尋ねをいた

します。 

 以上を含めて、今後の防災対策の進め方についてお尋ねをいたします。 

 次に、大きな２番目として、公文書管理についてお尋ねをいたします。 

 近年、各自治体におきまして公文書管理を見直す動きが進みつつあります。

これは、２００９年６月に国会で成立し、２０１１年４月に施行されました

公文書管理法を受けての動きであります。公文書管理法は、公文書を適正に

管理することによりまして行政を適正かつ効率的に運営し、将来的にわたっ

て国民に対する説明責任を果たすことを目的としております。 

 この法制定の背景のもととなりましたのは、いわゆる消えた年金記録問題

とか海上自衛隊の航海誌誤廃棄などでございます。このようなずさんな文書

管理が明るみになったことを受けて、制定への機運が高まりました。 

 この法律趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な

施策を策定し、実施する努力義務が自治体に課せられることになりまして、

公文書管理の見直しの動きが始まりました。 

 また、東日本大震災の教訓から、大災害から公文書をいかに守るかという

ことも自治体の重要な役割であります。 

 そこで、本町の公文書管理の実態と、今後の取り組みについてお尋ねをい

たします。これはコンピューターによる管理もあわせてお尋ねをしたいと思

います。 

 以上、２点質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、西岡議員の御質問にお話をさせていただきたいと思います。 

 長与町の防災政策について、１点目、避難場所の指定については、現在４

２カ所の避難施設と７２カ所の一時避難場所を指定させていただいておりま

して、町内全域をこれでほぼカバーをできているのではないかというふうに



 

－ 97 － 

考えておるところでございます。 

 ２番目の避難所の告知、連絡体制の整備でございます。 

 避難所の告知などにつきましては、ホームページや広報ながよ６月号の記

載でお知らせを行っておりますが、長与町防災マップの内容更新も必要と思

われますので、検討を始めたいというふうに考えております。また、避難準

備情報、避難勧告、避難指示などの情報伝達は、防災行政無線及び情報確認

用フリーダイヤルとメール配信、広報車による巡回方法などによることとし

ておるところでございます。 

 ３点目の学校施設の指定状況等につきましては、町立の小・中学校すべて

と北陽台高校、高等技術専門学校、県立大学シーボルト校を指定をしておる

ところでございます。 

 現状では水、食料の備蓄はしておりませんが、町内の小売店業２社と災害

発生時の物資の提供について支援協定を締結いたしておるところでございま

す。 

 今後は、備蓄が可能と思われる避難施設ごとに施設の設置者と協議をさせ

ていただき、対応を考えていきたいと考えております。 

 ４点目のハザードマップの件でございますが、災害の種類ごとのハザード

マップは現在のところ作成はしておりません。長与町におきましては、大雨

による洪水や土砂災害に関するハザードマップの作成の必要性があるのでは

ないかと思いますので、先ほど申し上げました防災マップの更新とあわせて

検討をしていきたいと考えております。 

 ５点目でございますけども、今後の防災対策の進め方でございます。 

 昨年６月に長崎県の地域防災計画が見直されたことを受けて、町の防災計

画の見直し、検討を行っておるところでございます。計画の基本的な見直し

と関連資料や各種マップの整備を行うとなれば、相当なる作業になるかと考

えられます。それには専門的な知識や技術も必要となりますので、地域防災

計画見直し業務の外部委託など、専門業者の支援なども視野に入れて検討を

進めたいと考えております。 

 次に、②の公文書管理ですけども、公文書管理の実態と今後の取り組みに

ついてお話をさせていただきます。 

 長与町では、公文書取扱規程及び文書管理手引き書に従い、公文書の管理

を行っておるところでございます。 

 公文書の保管というものを例にとりますと、各課はそれぞれの文書に分類

番号を付し、文書の内容ごとに保存年限を定め、適正に文書を管理し、保存

期限が来ましたら、効率的に破棄を行うことにより文書の減量化を図ってお

るところであります。 

 近年、住民ニーズの多様化などを受け、町が行う事業の意思決定に際し判

断材料となる文書や、事後の参考となる文書をより多種多量に必要とするこ

ととなってまいりました。組織的なルールに従った文書の管理を職員一人一

人に徹底することが今まで以上に重要であると考えております。 

 また最近は、特に県などからメールで送られてくる文書データが増加傾向
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にあります。今後は、パソコン内のデータの肥大化にどう対応していくかが

課題となっておりますので、紙ベースを含めた一元的な文書管理の方向性に

ついて研究をしてまいりたいと考えておるところでございます。以上でござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 当初の答弁いただきました。 

 まず、じゃあ順を追っていきたいと思います。最初の自治会ごとの避難所

の指定はできているということなので、ほぼ網羅されてるというので、平た

く言いますと、各種自治会にある防災センターが一避難場所という形で認識

してよろしいですか、お尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えいたします。 

 各地にございます防災センターにつきましては、避難施設という位置づけ

の指定が多くなっております。議員さんが言われた一時避難場所というのは、

もう少し軽微な、例えば公園とかそういった形になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 はい、わかりました。じゃあ、おおむね４２カ所と７２カ所ですね。で、

おおむね町内網羅できるということなので、次に、その施設を準備して告知

という形なんですが、ホームページ、広報ながよの６月号とか、あと町内の

防災無線とフリーダイヤルと広報車とか、いろんな形で隅々まで対応できる

ように準備されてるというふうに思います。認識をいたします。 

 それに漏れてる方って必ずこれ、いるんですね。我々みたいなメールが配

信ができる、例えば情報を、町内防災無線が聞こえるところにいる人とかは

いいんです。独居の方とかお一人暮らしでお耳が遠い方とか、必ずこれ、い

らっしゃいますね。そういう方々の避難とか誘導とかの考え方をお示しくだ

さい。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 いわゆる災害弱者の方々についての対応についてということだろうと思い

ます。これは、なかなかさまざまな要因が交錯いたしますので難しい面もあ

るんですが、もう議員さんも御案内のとおり２年前の大震災以降、長与町で

も、例えば民生児童委員の皆様の支援がどういうふうにお願いできるのかと

いうこと等を内部的に検討いたしております。実際問題として、１つのパタ

ーンでそれらの方々に支援ができるということじゃないと思います。もちろ
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んホームページや広報などであらかじめ周知をしても、見れない方または情

報をつかめない方がいらっしゃるということで、例えば先ほど例に挙げまし

た民生委員・児童委員の皆様方に何らかの形で避難場所の情報等を提示して

いただく、提供していただくようなやり方も当然念頭に置かなければいけな

いというふうに考えておりますし、地域の自主防災組織の活動の中で、例え

ばお一人暮らしの方がいらっしゃる御家庭を訪問していただくなどの活動に

ついても、お願いできる余地がないのか検討していきたいと思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 今、課長がお答えになったとおりだと思います。必要になってくるのが、

そこで見守りの制度だというふうに思います。昨年のことだったか、本町で

３自治会が実施をされてたというふうに思います。道ノ尾、百合野、嬉里だ

ったかな、自治会ごとに言えば。たしか３自治会だったと思います。その後、

たしか広げるというふうに聞いた記憶がございますが、本当は全部やらなけ

ればならないというふうに思います。自治会ごとにそうやるということはい

かがなものかなと思いますが、こういう形で出てくるので、今年度はじゃあ、

その３自治会に加えてどこまで広げられるのか、ちょっとお尋ねをしたいと

思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  今年度も昨年に引き続きまして、３自治会に協力をいただいて設置を進め

ているところでございます。新しく３自治会を指定をしまして、設置を進め

てるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 具体的にできますか、今。自治会の名前はわかりますか。わかれば教えて

ください。わからなければ、後ででも結構です。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  今ちょっと、そらで覚えておりませんので、思い出しましたら後ほどお知

らせをしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ後で結構です。まあまあ、いいです。 

 次に行きます。その中で、次に本町にもたくさんあるグループホームとか

高齢者の施設がございますね。せんだっても長崎市の方で痛ましい事故が起
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こりました。あれはいろんなさまざまなアクシデントが重なって、ああいう

ふうな痛ましい事故になったと思うんですけども、それを避けるためには、

そういう方々の避難誘導というのが常日ごろやられてるかどうかということ

が大事になってくると思います。あの場合は火事ということでございました

が、防災という観点からも、日ごろのそういう施設に対しての指導はどうい

うふうになっているのか、また避難訓練等はやっているのかなという形にお

尋ねをしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  グループホーム等につきましては、法令に準拠した形で年２回以上の防火

訓練というのが規定をされておりまして、町内に６カ所グループホームござ

いますけれども、６カ所とも規定どおりの２回の防火訓練は行っておるとい

うことでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 グループホームは町内６カ所ね、あるというの。ほかのグループホーム外

の、いろんな老人施設の中でグループホームをその敷地の中に持っておられ

る方もいらっしゃいますし、単独でグループホームを持っておられる方もい

らっしゃいます。それ以外の老人福祉施設、一くくりに言って小規模多機能

とかいろいろございますね。そういうところももちろん指導はされてるんで

すか、お尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  町の方の管理といいますか、町が許認可を出しておる施設になりますのが

グループホームと小規模多機能、いわゆる地域密着型の施設ということにな

っておりまして、その中で町内にグループホームが６つと小規模多機能が１

つ、その７施設につきましては町が入っていって検査をすることができると。

他の施設につきましては、県の方の許認可ということになっておりますので、

うちの方では把握はできていないということになっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そうですね。所管が違うので県管理と町管理というか、わかります。そう

いう分かれたのはいいんですけども、注意喚起という部分では、できないこ

とはないと思います。ぜひそういうところも一緒に、先ほど申し上げたよう

に、一緒の施設の中で持ってるとこもいらっしゃいます。グループホームだ

けそこへ行って、あとはしないとかいうのはちょっと非合理というか、でき

れば一緒にやるのが、こういう、今度議会で出ましたと、常日ごろから備え
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はしてくださいよというぐらいのことは言えると思います、指導はできなく

ても。ぜひそこら辺はしていっていただきたいなというふうに要望をいたし

ます。 

 次に、３番目でございますが、避難所の中のことでお尋ねをいたします。 

 皆さん、避難所に来るときは着のみ着のままという形で来られると思うん

です。もちろん仕方ないなというふうに思います。まして、例えば大雨とか

なんとかあったとき、そのままばたばたばたという形で来られるんじゃない

かなというふうに思いますけども、その中で大事なのが、個人の持ち物とい

うか、避難してくるときに個人で持ってきていただきたいというふうなもの

もあるんですね。 

 この間も新聞に載ってたんですけども、最低限必要なものを入れた一時持

ち出し品というのがあります。いろんな飲食物や薬とか携帯トイレとかある

んで、そういうもの大事ですよと、非常持ち出し品の備えの工夫をと載っと

ります。そこら辺で、無理もないんですけども、着のみ着のままで来られる

のは。これ日ごろから、やはりそういう啓発というのもぜひやっていただき

たいというふうに思います。いきなり何もなしで来られるよりも、そういう

準備をするということで心の構えが違いますので、ぜひその辺の準備をして

いただきたいなというふうに思います。 

 それと次に、避難所のことなんですが、地域防災計画ですか長与地域防災、

これにずっと書いてあるんですけども、例えば食料備蓄と毛布備蓄とかいろ

んな備蓄がないというふうに先ほど御答弁で聞きました。これはちょっとど

うなのかなというふうに思います。 

 きょうび賞味期限が長い水とか賞味期限が長い食料とかあるんですね。３

年とか５年とかいうやつが。最低限その程度は準備すべきではないかなとい

うふうに思いますけども、その辺についてはどうお考えですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど町長の答弁の中にありました備蓄はしておりませんというくだりの

部分は、前段でお尋ねがあった小・中学校等の学校施設においての備蓄はな

いという意味でございます。 

 長与町自体としての備蓄については、町長も申し上げましたように、食料

品や医療品等に関しての支援協定を結んでおります。それとは別に長与町自

身として、これは例えば水道局さんが長与の水とかいう水をつくっていらっ

しゃって保管されてるとかいう事情は置いて、災害用の備蓄としては毛布そ

れからブルーシート等の備蓄をいたしております。食料品と飲料水について

は現在、備蓄自体がございませんので、例えば長与町１カ所の備蓄倉庫があ

って、そこに物資を備蓄するとかいうやり方がいいのか、それとも議員さん

がお尋ねになったような避難施設の、まあ大きな避難施設ですね、それぞれ

ごとにあるべきなのか。それはあるべきということが判断されても、実際に
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備蓄していただけるかどうかは設置者の判断にもよりますので、その辺のこ

とは今後、至急検討していきたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そうですね。早急にお願いしたいと思います。この地域防災計画の１３８

ページですね。避難に当たっての注意事項と。そこら辺、書いてますので、

ぜひ。ここにもさっき私が申し上げた２食程度の食料、水等持ってこいと書

いとっとですよ。持ってこいって買いとっとけども、言葉は悪いですけども、

来る方は着のみ着のままで来られるんで、ぜひその辺も今回の震災を踏まえ

て、そういう教訓を踏まえて備蓄をしていただきたいというふうに思います。 

 先ほどあった学校防災施設の整備に地域差があるということ。これも新聞

の記事に載っておりました。本県は備蓄倉庫が３％しかないと。自家発電が

４％しかないと。ちょっと読んでみますと、文科省の国立教育政策研究所が

各学校に備蓄倉庫、自家発電設備、貯水槽、浄化装置などがあるか、昨年５

月１日時点に調べた備蓄倉庫の整備率、全国平均では４７％。約半分は備蓄

倉庫を小・中学校で持ってるそうなんですよ、学校施設でですね。本県は２

３％しか持ってないと。先ほどの御答弁によりますと、本町ではゼロという

形なんですね。 

 だけん教育的水準は県内一なんですが、こういうとこの水準はちょっとど

うなのかなというふうに思います。ぜひ、こういうふうな備蓄というのをも

う一度考え直していただきたいというふうに思います。 

 それに対する補助金というのも、結構出てます。防災支援事業ということ

で２４年度の予算でも、全国ですけどもね、２億５,４６４万２,０００円と

いう形で出てますので、ぜひそういう財源も利用していただいて備蓄をして

いただきたいというふうに思いますが、教育委員会、どうお感じになります

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 

総務課長  教育委員会関係につきまして、学校関係の施設を避難場所として指定をし

ておりますけれども、そういう備蓄関係とか施設関係についてはございませ

ん、確かにですね。ですから今後、教育委員会としましても、防災担当局と

協議をしながら、今後それをどう対応していくか、地域防災計画をもとに研

究をしていきたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 ぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思います。 

 結構予算が文科省の方でついてるんですよ。耐震化は本町、全部終わって

おりますので、もうこれは必要ないというふうに思いますけども、あと備蓄
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のことに関してとか、防災の教室をするとか、ＡＥＤの実践をするとか、こ

れも予算が結構、申し上げませんけども、学校円滑化、安全教室という形で

２４年度も予算がついてます。そういうのもどんどん利用していただいて、

やっていただきたいというふうに思います。 

 給食室も炊き出しに使うという形で予算もつくんですよ、２分の１ですけ

どね。ぜひこういうのを利用していただければ、古いとこの給食室の改修も

できるんじゃないかなというふうに思いますが、ぜひその辺は、しっかり目

的感持って取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 その中で、食料は今言いました。毛布とかも言いました。備蓄も言いまし

た。非常用の電源とかはどうなってますか。学校施設は後で教育委員会がお

答えください。他の町の施設では非常用の電気電源はどういうふうな感じを

されますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 管財課長。 

管財課長 （山下多喜男君） 

 役場庁舎のことでございますけども、役場庁舎におきましては、災害等で

停電になった場合は、非常用発電を起動いたしまして５分後に点灯するよう

になっております。それから、地下と屋上にタンクを２基設置をしておりま

して、約１,５００リッターほどでございますけれども、これを点灯した場

合には最低でも３４時間、約１日半程度の確保はできているということで設

計をされてる状況でございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （藤井尚武君） 

課  長  済みません、先ほどの高齢者見守り体制に対する自治会名でございます。

３自治会、百合野第２自治会と辻後自治会、青葉台自治会の３自治会となっ

ております。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育総務課長。 

教育委員会 （森川敏幸君） 

総務課長  学校関係におきましても、先ほどの自家発電設備関係等につきましては学

校にはございません。だから、先ほど申しましたように避難施設の設備関係

ということで、機能を高めるためにも、そういうものを今後検討をしていき

たいというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 介護保険課長、思い出していただきまして、ありがとうございました。 

 それと、前向きな御答弁いただいたんで、それに対しても教育委員会の方

にも自家発電設備の予算というか補助金があります。どんどん利用していた

だきたいなというふうに思います。３分の１ですかね、下限が４００万から
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上限２億とかついてますんで、どんどんそれも利用していただきたいと思い

ます。 

 前も申し上げたんですけども、太陽光発電ですね、こういうときに。発電

機を準備されるのもいいんですけども、燃料等の準備もございますが、太陽

光発電につきましては燃料の準備が要りません。もう備えつけておくだけで

いいんです。特に買い取り制度もございます。この際ですから、ついてる施

設もありますね。南交流センターとかですね、ついてます。もう発電のパネ

ルがついてて、今何キロ発電してますよとかいうのもありますし、今その発

電のパネルについても補助金がつきますし、太陽光パネル設置上限１,００

０万とかですね、補助金がつくようになってます。ぜひそういうのも利用し

ていただきたいというふうに思いますし、学校施設以外でも、本町の施設も

できるんじゃないかなというふうに思います。買い取り制度もございますし、

リースという形もあります。ぜひこれ利用していただきたいなというふうに

思いますけども、方向性だけで結構です。今後どうされますか。御答弁お願

いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、世界的趨勢それからまた国内の趨勢についても、エネルギーの確保と

いうのは当然今から考えていかなくちゃいけないことだと思うんですね。今、

議員さんおっしゃいましたように、太陽光発電につきましては、本当はそう

いうことも●     つけたいという気持ちもあったんですが、やっぱり

今値段がちょっと高くて、なかなかそれ難しかったということがあるんです

けども、今後そういった補助等々もありますので検討しまして、できるとこ

ろから始めてまいりたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そうですね。ぜひ、先ほど申し上げたようにリースもあるんですよ、これ

は。ただでつくんです。つけて、またその補助金もあるし買い取りもしてく

れる。ぜひつけるべきだと思うんですけども、今、町長が前向きな御答弁い

ただいたんで、今後、ついてない施設でもぜひそういうふうな形で整備をし

ていただきたいというふうに思います。 

 次、行きます。ハザードマップがまだないということなんですけども、何

かいろんな理由はあると思うんですけども、今後、いつぐらいまでに大体め

どはつかれますか、そのハザードの作成は。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 先ほど町長がお答えしました中に防災マップの話がありまして、その防災

マップは議員さんも御案内のとおり随分古いものでございます。この防災マ
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ップの中にも危険箇所の明示、図示というのもやってますが、議員さんがお

尋ねのハザードマップは災害の種類ごとにそういうマップをつくるというふ

うになります。 

 で、御案内のとおり長与町の場合の災害で一番注意しないといけないのは、

大雨時の川の増水による被害ですね、それと土砂災害、この２点に集約され

るんじゃないかというふうに考えてます。そうしますと、今ある防災マップ

ではやはり不足いたします。 

 例えば防災マップの中に急傾斜地崩壊危険箇所というのがございます。こ

れは、県の調査によって情報が更新されていくものですが、隣の時津町まで

は調査が終わって、長与町が次いつごろまでにしていただけるか、建設部関

係でも要望していただいてますが、まだ実現しておりませんので、できれば

そういう情報を最新のものにした形で、１枚のマップでハザードマップと昔

からいう防災マップが兼ねれるかどうか、この辺の検討も必要だと思います

けど、マップ自体が何枚にもなっても使いにくい面もあると思いますので、

少し研究をさせていただきたいということで先ほど町長がお答えをさせてい

ただいたんですけど、今いつごろまでにというのは、ちょっと明確にお答え

できる状況にはなっておりません。 

 ちょうどまた次の質問であったように、防災計画の見直しの中の一環とし

て位置づけをさせていただきたいと考えてますので、なるだけ早くというこ

とを意識して作業を進めていきたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。先ほど今、課長がおっしゃったように、本町の災害の中で

例えば雪崩等はまず起きません。今おっしゃったように水害ですね、河川の

はんらん、それと急傾斜地の土砂崩れを一義的に見るのが大事だろうと私も

思います。それが想定内というふうに思います。 

 その想定内の大きさが余りにも大き過ぎたのが東日本の津波なんですね。

あそこは津波が来るちて想定してたんです。想定外というのは、想定以上の

津波が来たから想定外と言ったんですね。そこら辺の規模も踏まえて、過去

に大水害もありましたので、あれから河川改修も大分進みましたので、あれ

ほどの甚大な災害は起こりにくいというふうに思いますが、ぜひそういうふ

うなことも含めて早急につくっていただきたいというふうに思います。期限

いつまでつくれとか、そういうことはもう言いませんので、なるべく早急な

形で、ぜひつくっていただきたいと思います。 

 次に入ります。災害が起きたときに連携協定ですね、各自治体とかインフ

ラ関係の業者さんとか医療機関とか、そういうものはちゃんととられてます

か、お尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 
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 さまざまな連携、支援協定がございますが、先ほど町長がお答えしました

物資に関しては現在、長与町に所在する小売店業者の方の２社と結んでおり

ます。それ以外に長崎県、これは長崎県の窓口になるのが長崎振興局になる

んですけど、長崎県との災害時の応援協定です。それから長崎市、時津町、

近隣市町との応援協定、さまざまのレベルで協定を結んでおります。また県

立大学さんとか、連携の中にそういうメニューを加えていただいてる部分も

ございます。あと県の医師会等々さまざまな分野で連携協定を、これはお互

いに結んでるということで御理解いただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 そうですね。お互いに結び合うのが常だと思います。じゃあ、そこはさま

ざまな業者と連携協定結んでると、災害時のですね。理解をいたします。 

 そういう中で必要なのが、これは別に今から申し上げることで私、業界か

ら別に何も云々かんぬんというだけではないんですが、土木とか建築の業者

さんですね、こういうのも育成をしていくことが大事なんです。よく町内の

公共工事で他自治体にあるところに発注をします。それはもういろんな形で、

町内にＡランクとかＢランクとか、いろんな形でない業者さんもありますの

で仕方ないのかなと思いますけども、その下請とかいう形では、できるだけ

町内業者に発注をして町内の業者を育成をしておくと、その防災という観点

からですね。それは大事なのではないかなというふうに思います。ふだんか

ら育成をせずに、いざ河川がはんらんしたよと、急傾斜地が崩れたよって、

あんたたち加勢せんねと言われても、育成してなかったら町内の業者数が少

なくなってしまうという形もあります。 

 だから、ぜひ金額の云々とか総合評価の云々とかあると思うんですけども、

できるだけ町内業者を育成をしていくということは大事なんじゃないかなと

いうふうに思います。別に業界の回し者ではございませんが、そういう防災

という連携協定という形から考えれば、これは非常に大事なんだろうという

ふうに思います。 

 もちろん町内の工事に対しては公正公平な発注をしていただくという形が

なければいけないのではないかなというふうに思います。それを申し添えて

おきます。 

 次に、これも防災計画をつくるときのための防災会議がございますね。ど

こだったかな、２０２ページ、長与町防災会議委員というところであります

けども、こういう方々が集まられて会議をするんだろうというふうに思いま

す。その中で、こう見回した中で女性が１人も入っていない、この会議の委

員の中に。これはちょっと見直すべきじゃないかなというふうに思います。 

 例えば大災害が起きた東日本で聞きますと女性のプライバシー、例えば子

供さんを抱えたまま来たときに、授乳するのに全くそれは考えられてなかっ

たとか、高齢者の方々のプライバシーがなくて段ボールで仕切ったとかね。

トイレのことについてもそうなんです。半分は女性です。そういう配慮とい
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う形がこの中では見受けられないんですね。ぜひ女性もこの会議の登用にし

ていただきたいというふうに思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 今御指摘があった防災会議の委員の構成につきましては防災会議条例の中

で規定をいたしておりまして、議員さんが御指摘のように、ほとんどという

か多くが各組織の充て職という形の任命になっております。それを冷静に見

ていくと、女性の方が入る余地が現実的に確かに少ないという感じがいたし

ますし、御指摘のとおり今の時点では女性の委員さんは一人もおられません。

逆に、充て職の方が女性の方が入った場合は当然入っていただくことになる

んでしょうけども、それはそれとして、今御指摘のあったような避難所にお

ける配慮の問題とかを、女性の意見も吸い上げる形の委員の任命については

今後検討させていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 はい、わかりました。ぜひ前向きに、これ大事なことなんで、今度の大災

害のときの非常に大事な教訓だというふうに各方面で聞きますので、ぜひ対

応していただきたいというふうに思います。 

 今るる申し上げてきましたけども、これ中央防災会議の終わりにという結

びのところなんですけども、そこであります。ちょっと読み上げてみたいと

思います。地方都市等の地方公共団体における地震防災対策の充実、これ地

震の後を受けてなんですけどね、地震防災会議の充実強化に向けて、本報告

を踏まえて国の防災基本計画や地方公共団体の地域防災計画の見直し、周辺

の地方公共団体や地元の民間企業との連携に関する検討、継続的な訓練や研

修の実施、住民と協力した防災教育の促進等の対策を進めるとともに、災害

が発生するたびに、これまでの取り組みを点検し、今後の対策に反映させる

ことにより、どこでも発生し得る災害に対し、万全に備えることを期待する

ものであるという中央防災会議の結びの言葉もありますので、ぜひ、今やり

とりしたことを確実に実現していただきたいというふうに思います。 

 次に、公文書管理についてお話を進めます。 

 まず公文書、これは先ほど申し上げたように消えた年金記録とかそういう

形が取り上げられまして、今もう法律も決まりましたので、各自治体におい

てはおいおい、きちんとそういう公文書管理をしていくんだろうというふう

に思います。その中で、福岡県はもう公文書館という公文書を管理する堅牢

な建物を建てるように県の方でなってるそうなんです。遺失をしないように

とか形でなってますが、本町ではそこまではどうなのかなというふうに思い

ます。 

 今、公文書は一括管理ではないんですよね。確認をします。各所管所管で

定められた管理をされてるんですよね。ちょっと確認をしときます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 御指摘のとおり管理自体は各課所管ごとになっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 当初のお話でもあったと思いますが、番号を振って期限が来たら効率的に

廃棄をされてるという形なんですけども、今まででそういう形で、ああ、こ

の文書がなくなってしまったとかいう事案はありますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 最近というお答えの仕方で大変恐縮ですが、耳にしたことはございません。

逆に、廃棄すべき文書が廃棄されないで残ってるケースというのは散見され

たように記憶しております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、よかったなというふうに安心をしております。 

 国の方で公文書の紛失とか誤廃棄が１８１件、国の方でもあってるらしい

んですよ。これは住民の方々が情報公開請求とかされたときに、その文書が

ないとかいう形があったそうなんです。本町では今、課長の答弁ではなかっ

たということなんで、幸いなことだろうというふうに思います。 

 今から、例えば昨今は差がありますように、図書館であるとか生涯学習セ

ンターであるとか、そういう建物がもし建てられるんであったらば、そうい

う中できちんと堅牢な建物を、建物じゃない、その一角で結構ですので、き

ちんと公文書が、どれがどこにあるという形がわかるような管理をするのも

大事じゃないかなというふうに思います。 

 それと、公文書がもう要らなくなって廃棄をしますね。廃棄をするときに、

現在の廃棄というのはほとんどが焼却なんですか、そこをお尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 公文書の中に大きく分けて２種類ございますが、個人情報が入った公文書

とそうでない文書で、基本的には個人情報が入った文書については直接焼却

場に搬入して焼却していくということで対応してます。それ以外については、

可能な限りリサイクルを活用するというふうに庁舎内では徹底させていただ

いてるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 私がしてくださいということを今してるようなんで深くは申し上げません

が、個人情報が入った分も、たしか今、細かく裁断をしてわからないように

してリサイクルできるところもあるんですね。エコという観点から見れば、

もう時津町もこの間そういうふうにされました。確認をしました。やはり焼

却一辺倒というのはいかがなものかなと。 

 やはり今、課長が言われたようにリサイクルをされるのであったらば、情

報が細かく裁断されてわからないような裁断をして、またそのリサイクルの

セキュリティーがきちっと担保されるようなことがあれば、それはもうその

辺はリサイクルの方に持っていってはどうなのかなというふうに思います。

今後、検討をしてみてください。これは要望を伝えておきます。 

 次に、コンピューターの管理ですね。データ管理ですけど、それはどうい

うふうにされてますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 コンピューターのデータ、文書に限ってというお答えをさせていただきま

すが、まず職員一人一人のパソコンで保管する次元の文書と、課ごとに共通

のホルダーを持ってると、そのサーバーが別に存在するんですけども、そこ

で保管する分と２種類分かれてこようかと思います。 

 個人的に作業中の文書であったりする場合は、一時的に職員のパソコンの

中に保存されてる場合もあるかもしれませんが、いわゆる公文書として位置

づけされてる部分については、いずれの時期かに課ごと、所属ごとのホルダ

ーの中に移管されて保存されてるというふうに取り扱いを徹底させていただ

いてるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、もうセキュリティーについてはその必要はないという形ですかね。

コンピューターの中にあるものはきちんと担保されて、その後廃棄という形

はどうなのかわかりませんけども、要らなくなった文書については、またこ

このサーバーの中で管理されてるという形ですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 例えば県へ報告する文書などを例にとってお話しすると、照会文が来た、

それが例えばメールで来たり公文書、紙ベースで来たり、さまざまな来方が

します。それについて報告文書、まあエクセルでなんか様式に従ってつくっ

た場合に、それはこれこれという報告をしていいかという決裁が存在します。

この部分で紙ベースの公文書が存在しますので、それを途中でつくってた経

緯の電子データがそのまんま必要かどうかという判断はそれぞれでなさって
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ると思いますので、どれが正式な公文書なのかというところのとらえ方で変

わってまいります。ですから、電子データが必ず残ってるということではな

いかと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。もう時間もなくなってきましたので、じゃあ適切に管理、

廃棄がされてるという形で認識をいたします。 

 今後もぜひそういう形で適切な管理をお願いするということで申し添えて

おきまして、私の質問を終わります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１３時まで休憩します。 

（休憩１１時３８分～１３時００分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順７、内村博法議員の①地方公務員の給与や退職手当等について、②

体罰について、③生活保護の生活扶助費引き下げの影響についての質問を同

時に許します。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 質問に入る前に、今月３月をもって退職される職員の皆さん、本当に大変

お疲れさまでした。これまで長年、町政に御尽力されました。この場をかり

て、心より感謝と敬意を表する次第でございます。 

 それでは、早速質問に入りたいと思います。 

 大きな質問項目として３項目あります。よろしくお願いいたします。 

 まず、質問事項①の地方公務員の給与や退職手当等についてでございます。 

 国家公務員の給与や退職手当につきましては昨年、法改正が行われまして、

既に削減が実施されております。国は地方公共団体に対して、地方公務員に

ついても国家公務員と同様、削減を要請しております。今回の給与等の削減

要請は本町職員に大きな影響があります。懸念されるところでございます。

また、民間では定年退職後の厚生年金の無年金期間が発生するため、高年齢

者雇用安定法が改正され、再雇用を希望する者については原則として雇用が

義務づけられることになりました。公務員の場合、現在再任用制度がありま

すが、今後、民間と同様な改正が予想されます。そこで、これに関しまして

質問いたします。 

 まず、１点目として、（１）の給与及び退職手当削減要請に対する今後の

対応について伺いたいと思います。 

 ２点目として、（２）の持ち家に係る住居手当は、国家公務員の場合、平

成２１年に廃止されていますが、本町も含め一部地方自治体では現在、継続

支給されています。本手当も、国から地方自治体に対し、廃止を基本とした

見直しを求められていますが、現在まで継続支給されてきた理由と今後の対
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応について伺いたいと思います。 

 ３点目として、（３）の再任用制度の今後の対応について伺いたいと思い

ます。 

 次に、質問事項②の体罰についてでございます。これは昨日から体罰につ

いての一般質問があっておりますが、重複するところもございます。よろし

くお願いいたします。 

 昨年、大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将の男子生徒が、顧問の男

性教諭から体罰を受け、翌日に自殺した痛ましい事件がありました。また、

女子柔道界における体罰告発問題などもあり、現在、世間の大きな関心を集

め、社会問題となってます。そこで、これに関しまして質問いたします。 

 １点目として、（１）の長与町の小・中学校における体罰の実態状況につ

いて伺いたいと思います。 

 ２点目として、（２）の現在長与町として体罰防止に関してどのような対

策を講じられているか伺いたいと思います。また、大阪市立桜宮高校の事件

を機に、町としては今後どのように対応されるのか伺いたいと思います。 

 次に、質問事項③の生活保護者の生活扶助費引き下げの影響についてでご

ざいます。 

 現在、生活保護受給者は全国で約２１４万に急増しており、過去最多を更

新しております。政府は社会保障費の見直しの一環として生活保護費のうち

日常生活の費用である生活扶助費の基準額をことし８月から引き下げること

にしております。しかしながら、生活扶助費の基準額は他の多くの生活支援

制度の目安にもなっており、引き下げは生活保護受給者だけでなく、こうし

た制度の利用者にも影響が及ぶ可能性が懸念されております。そこで、これ

に関しまして質問いたします。 

 まず１点目として、（１）の本町の生活保護者の実態について伺いたいと

思います。 

 ２点目として、（２）の生活保護以外の他の生活支援制度への影響につい

て伺いたいと思います。 

 以上、質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 きょう午後一の質問でございます。内村議員の①の地方公務員の給与や退

職手当についてということでございます。 

 なお、２番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員

会の方からお答えをさせていただきたいというふうに思っております。私か

らは１番目の御質問と３番目の御質問について承ってまいりたいと思ってま

す。 

 まず、１番目の御質問の１点目、給与及び退職手当削減要請に対する今後

の対応でございます。 

 平成２５年度における地方公務員の給与について、国の給与カットに準じ
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て必要な措置を要請するとの閣議決定がなされ、総務大臣からの要請をお受

けをしたところでございます。 

 国に準じた削減措置を求めることは理解できるところでありますが、それ

を前提とした交付税の減額は本来あってはならないことではないかと考えて

おります。 

 一方、交付税が減額されれば町の財政運営に影響を及ぼしかねないという

危惧も抱いております。 

 したがいまして、今後慎重に検討し、方向性を見定めていかなければなら

ないと考えております。 

 地方公務員の退職手当につきましては、国家公務員に準じた措置を講じる

よう国からの要請があっておりますので、町が加入している長崎県市町村総

合事務組合において退職手当削減の具体的な検討を実施いただいております。

近いうちに結論が出るものと思われます。 

 検討結果が決定されましたら、関係する県内の自治体と足並みをそろえた

形で対応をさせていただくことになろうかと考えておるところでございます。 

 ２点目の持ち家に係る住居手当は、国においては平成２１年１２月から、

長崎県では平成２３年１２月から廃止をされております。本町におきまして

は、国、県及び近隣市町の支給状況を踏まえ、平成２４年４月より持ち家に

係る住居手当３,５００円を隣接する長崎市並みの２,５００円に減額をいた

しておりました。 

 今般、他自治体の状況等を踏まえ、改めて再検討をいたしました結果、当

該手当を今回から廃止することとし、関係条例の改正案を本定例会に上程を

させていただきますので、よろしく御審議をお願い申し上げます。 

 ３点目の再任用制度につきましては、昨年１１月以降、総務省より当面必

要となる事項についての通知が発出されていない状況でございますが、いず

れにしましても平成２６年４月から、何らかの形で定年退職者の再任用制度

を活用する必要があると考えております。 

 国による地方公務員法改正手続と並行して、町においても制度の詳細につ

いて検討を行わなければならないと考え、現在、組織だった研究班を立ち上

げようと考えておるところでございます。 

 ３番目の御質問について、１点目の本町の生活保護者の実態につきまして

は、西彼福祉事務所の統計によりますと、年間平均値での比較ですが、平成

１９年度１１４世帯、平成２０年度１３２世帯、平成２１年度１４３世帯、

平成２２年度１６２世帯、平成２３年度１８１世帯と推移をしておりまして、

ちなみに平成２５年１月現在の被保護世帯数１９３世帯３４５名となってお

ります。 

 次に、２点目の生活保護以外の他の生活支援制度への影響につきましては、

国として、できる限り影響が及ばないよう対応することを基本的考え方とす

る対応方針のようでございますが、見直しの影響を受ける国の制度としては

保育所の保育料の免除に係る階層区分、受信機器購入等支援事業などが考え

られております。また、単独事業では就学援助制度、健康診査自己負担額な
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どがございます。 

 具体的な影響につきましては、基準額等が示されておりませんので試算を

されておりませんが、示された後は十分に影響調査を行いたいと考えておる

ところでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ２点目の体罰について、（１）長与町の小・中学校における体罰の実態状

況についてでございますが、この件につきましては昨日も幾つか質問があり、

重複するかもしれませんが、回答いたします。 

 ことし１月２３日付で文部科学省が県教委に対して調査するよう通知を出

しております。これを受けまして本町では、２月２１日に調査用紙を配付し、

２月末までに回収し、現在管理職がその確認作業を行ってるところでござい

ます。 

 今回の調査対象はすべての小・中学生及びその保護者とすべての教職員で、

平成２４年４月１日以降に生じた事案としております。そして、それを精査

しまして、結果を４月１０日までに県教委へ報告し、さらに県が国の方へ報

告するという、そういうふうな手順になっております。 

 この調査に先立ちまして町独自でも、現段階で校長が把握してる範囲で、

これは体罰ではないかなと思われる事案を調査いたしました。それによりま

すと、教職員が２件、外部指導者が２件ほど上がっております。これらにつ

きましては、校長が当事者を指導したり、保護者に説明し謝罪したりして、

現在は解決しております。 

 しかし、この４件も含めて、今回行っております調査結果をよく検証して

まいりますが、これにはもうしばらく時間がかかるというふうに考えており

ます。 

 ２点目の現在、長与町として体罰防止に関してどのような対策を講じてい

るか、また大阪での事件を機に、町としてはどのように対応するかについて

回答いたします。 

 体罰禁止というのは学校教育法第１１条でうたってあり、まずはこれを遵

守するということを訴えております。校長会、教頭会、教務主任会等などの

冒頭、私はいつも次のように呼びかけて意識づけを行っています。これが学

校教育法の１１条ですから、一々たたくな子供の頭、時にはたたけ担任の肩

というのを呪文のように唱えております。 

 確かに生徒指導上、何回指導しても、注意をしても聞かないとか、あるい

は集団生活の中で危険な行動を繰り返すなど、厳しい指導を求められる場面

はございます。だから学校教育法では教育上必要があれば懲戒を加えること

を認めております。ただし、体罰は禁止という歯どめをかけてあるわけでご

ざいます。この懲戒と体罰の区別がややグレーゾーンになって、これもまた

争点となります。裁判においても一審、二審では有罪だった体罰が、最高裁

で逆転したケースもございます。 
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 体罰をした者の反省の弁に、びんたをすることにより周りが一瞬しいんと

なり、さも指導の効果があったと錯覚しましたという言葉がありますが、こ

れは間違いです。やはり体罰は指導の未熟さ以外の何物でもございません。 

 したがいまして、文科省がよりどころとしております児童生徒の懲戒と体

罰に関する考え方という文書をすべての教職員に配付し、熟読を勧めました。

また、有形力の行使、つまり力が形となってあらわれるもの、つまり例えば

たたくという行為が教育的指導の範囲とされた裁判の例とか、あるいは児童

懲戒権の限界という法務庁長官通達を、これも同時に配付しております。そ

して、この配付した資料と目の前の子供たちの実態を照らしながら、懲戒の

仕方、しかり方の研究を校内研修で取り上げるようお願いしてるところでご

ざいます。 

 また、体罰の発生が部活動場面で多いことなどから、管理職もできるだけ

部活動の活動状況を見回る機会をふやすようにお願いもしております。 

 一方、部活動等の外部指導者にも体罰防止、体罰根絶のお願いの文書を配

付したり、校長、教頭が直接お願いをしたりしているところでございます。 

 いずれにしましても、機会あるごとに、このような呼びかけと教職員とし

てのスキルアップに努めるとともに、御家庭においても発達段階に応じた厳

しいしつけもお願いしてまいろうというふうに考えております。以上でござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 順を追って再質問いたしたいと思います。 

 まず、地方公務員の給与についてでございますけども、今回の削減要請内

容というのは、町長の今の答弁では本町にも正式に通知があったということ

で理解してよろしいんですね。その内容がもし、簡単でも結構ですけども、

その内容はどういう内容で来ているのか、ちょっとそれを教えていただきた

いなと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 確かに議員おっしゃるように、総務大臣名で参っております。内容につき

ましては、国家公務員に準じて給与を下げてほしいというような旨の内容で

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 その中で、その削減の期間というのは、新聞等では来年の３月までと、こ

ういうふうに聞いておるんですけども、そのあたりも、そういう要請内容で

ございますか。 

議  長 （山口経正議員） 
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 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えいたします。 

 議員さんもおっしゃるように、来年の３月まで、スタートは遅くとも７月

からという要請内容になってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今回の給与削減要請というのは、報道で見たり聞いたりしとるんですけれ

ども、いろいろな批判があります。代表的なのは、交付税を使って政策を共

有するのは地方分権に反するといったような批判があるわけでございます。

このあたり、批判を踏まえて、町長としては今回の削減要請をどのように受

けとめておられるか、その御見解を賜りたいと思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 本来、地方における職員の給与につきましては地方の方で決めていくとい

うのが私は筋だと思っております。しかも国家公務員との比較でラスパイレ

スというので比較ありますけども、それでも長与町におきましては１００を

超えておるということで、国よりも安い給料でやっておるところでございま

す。 

 そういうことで見れば、私どももこれについては少しやり過ぎではないか

というふうには考えております。 

 それよりも、今、議員おっしゃるように、その条件、その中における交付

税の減額ということもセットにしてきてるというところにおきまして、非常

にそれはおかしいんじゃないかということで、私どもも町長会ありますけど

も、町長会の中でもこれについてはおかしいんじゃないかということで抗議

しようというようなことで話をしておるとこでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩１３時２２分～１３時２３分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を開きます。 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 ラスパイレス指数について補足をさせていただきます。 

 ラスパイレス指数は毎年算出される指数でございますが、国の方が昨年の

４月に給与の削減を行った結果、長与町は１００を超えると、町長が申し上

げた状態になってるんですが、いわゆる１００を超えてるということは国よ

りも高い給与ベースであるというふうに認識していただいて結構です。ただ、

国があくまでも一方的に削減した結果であるということで御理解いただきた
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いと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今のラスパイレスの指数が出ましたんで、国家公務員は東北の震災の財源

にするということで給与を下げました。７.８％カットですかね。その影響

もあって、相対的に今度は地方公務員の給与が上がった状態になっておると、

こういう状態であるわけですね。 

 それで、総務省の発表ちゅうですかね、市町村別ラスパイレス指数が発表

されてるんですよ。それで、長崎県内では長与町は２１市町村あるわけです

けれども、４番目なんですよね。具体的にはこの指数が合ってるかどうかち

ょっとわかりませんけども、長与町は１０８.７という指数に今なっている

わけですね。この指数が正しければ、２１市町村のうち４番目に高いと、こ

ういうふうになってるんですね。町村の中では時津町が一番高くて１１１.

０なんですよ。こういったことになっています。町村で一番低いところは小

値賀町ですか、上五島の、１０１.６という指数になってます。 

 それで、長与町はこういうなぜ高いのか、その理由がわかればちょっと教

えていただきたいなと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （葉山義文君） 

 今、ラスパイレス指数の出し方ということで、なぜ長与が高くなってるか

という状況でございますけども、例えば、各ランクごと、５年から１０年と

か１０年から１５年ということで、長与なら長与の職員に国の職員を掛けて

算出をするような形になっておりまして、例えば、うちのランクで２０年か

ら２５年、その分でしますと、これは高卒、大卒ちゅう形で指数を算出をし

て、それをトータルして指数を出しているわけでございますけども、一つの

ランクが国より大幅に高いということであれば、そういう部分もうちの職員

の採用の形態といいますか、そこら辺も大分加わるなということで考えてお

りまして、トータル的に今言われました１０８.７ということで、国と比べ

ればそういう形になっておりまして、当然、採用もございますし、退職もご

ざいますし、そこら辺は毎年指数は変わっていくものということで思ってお

りますけども、国が出した指数というのは、国が７.８％削減をしましたけ

ども地方は何もやってない、そこら辺でたまたまもう高目の指数が出てると

いうことで理解をしておりまして、またことしの４月１日の時点も算出をす

るわけでございますけども、そこら辺につきましてもまた退職とか採用とか

ございますので、数値は大分動いていくものということで、そういう形で思

っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 
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 ラスパイレスの中身をどうのこうのって私もこの場では差し控えたいと思

っておるんですけども、要は、学歴別、勤続別でこれ計算されてると思うん

ですよ。だから、その時々の構成で上がったり、下がったりするちゅうのは

これは出てくるわけでございます。 

 ただ、要は、今の１０８.７、長与町のですね、これがそのまま１００に

しろということであれば、今総務省の平均給料月額がこれ、月額も発表され

とんですかね、長与町の。それによりますと、平均給料月額が３２万２,４

００円になっとんですね。実際の支給額はこれにプラス手当がつくんですけ

れども、プラス手当がついて、長与町の場合は平均３８万９,６６５円てい

う、総務省の発表ではなってます。平均年齢４２歳ですね。 

 それで、これ実際にラスパイレス指数が８.７ですから、これで割り戻し

ますと、月間２万９,０００円ぐらいになるんですよね、削減が。そうする

と、約３万、３万で年間３６万ぐらい。これにまた期末手当がリンクされま

すから、結構影響大きいんですよね、この削減が。そういう勘定になります

んで、やはりこの問題というのは非常に慎重に取り扱わないかんなと、こう

思ってます。 

 それで、今回、政府は７月から実施ということなんですよね、実施したい

ということで、それで、本来は４月からだったんでしょうけど、やっぱり組

合との交渉とか、それから条例の改正とかそういう手続が必要だということ

で、７月から決めたというふうに報道等では聞いてるんですけども、あんま

り時間はないと思うんですよね。そうすると、この問題というのはいつ決め

られるのか、決断の時期がやはりもう急がないかんということになるわけで

すよね。そういう意味じゃあ、いつごろ決断されるのか町長にお聞きしたい

んですけども。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 これにつきましては、先ほど申し上げましたように、他の町長さんともお

話をしております。したがいまして、他町とのことも考慮に入れながら考え

をまとめていきたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 私の最新の情報では、政府はいろいろとこういう批判を受けてるわけです

けれども、その中で、給与削減の見返りに地域の元気づくり事業っていうの

を、地域活性化事業費ですか、これを自治体に配布するっていうのを打ち出

してきとるわけですよね。もちろん、削減に協力しない自治体にはこういう

元気づくり事業の地域活性化事業費は配布しないと、こう言ってるわけです

よね。もちろん、今まで人件費削減にやってきた実績とかそういうのを加味

して、こういう元気づくり事業の配分額を実際に決めていこうということで、

最近の報道では私も聞いております。 
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 この地域活性化事業というのがまだちょっと不明なとこもあるんですけれ

ども、町長としては今現在、こういうのをどのように考えておられるか、お

聞きしたいなと思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今の国が進めておりますのは、地域元気づくりっていうのは大体３,００

０億ぐらいだったと思います、定かじゃありませんけれども。地方交付税を

ほぼ９,０００億ぐらい削減しまして、その分の中からの配分というような

ことでございます。私どもは復興税というのをまた別個に払っておるという

ようなところでございまして、そのあたりがどういう形になっていくのか、

もう少し見きわめんといかんだろうなと思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 この問題、まとめとして私はこういうふうに今考えとるんですけれども、

御答弁の必要はありません。 

 給与につきましては、やっぱり慎重に対応していただきたいなと。ちょっ

とこの削減額が大きいもんですからね。それから先に申し上げましたように、

本削減に関してはいろんな批判があって、集約すると４点ほどに集約される

んじゃないかなと思うんですけども、先ほど言いました交付税使って政策を

強要するには地方分権に反しますよと。それから、２点目、地方交付税を削

減すれば、財政力の弱い地方自治体にも大きな悪影響が出ますよと。それか

ら３点目、給与水準は自治体が自主的に決めるべきだと。それから４点目、

地方も国に合わせろというのは乱暴であると。財政が厳しい自治体と、それ

から比較的余裕のある自治体を同等に扱うのは不満だと。集約するとそうい

う意見になるだろうと思います。 

 長崎県の県知事も同様な趣旨で記者会見等で言っておられましたですね。

やっぱり給与削減は地方が先行して具体的な成果を上げてきたと。国がカッ

トしたから地方もしなさいというような、議論の筋としてはおかしいのでは

ないかということを言われてましたですね。さらには最近では、地方交付税

は地方固有の財源であると。だから、国が給与カットしてるから地方も行う

べきであるとの理由、削減は、これはあってはならないと、こういった趣旨

のことを述べられておられます。 

 こういったことも勘案し、それから先ほどのラスパイレスの指数も私自身

もあんまり納得いかないところがあるんですけども、このラスパイレス指数

で比較するというのが、一つは矛盾点があって、国家公務員の場合は給与の

このラスパイレスの中で、いわゆる高給のスタッフ、事務次官とかそれから

局長とか審議官とか本省の次長とか、こういったのは入ってないんですよ。

ところが一方、地方公務員は、部長とかそういうのが入ってるわけですね。

大体こういうので比較すること自体がなかなか矛盾を抱えてるっていうか、
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ラスパイレス指数の中でもですね。だから、あんまりこれをうのみにして高

い安いっていうのもあんまり論じたくないんですけども、一つの目安という

ことぐらいで考えた方がいいんじゃないかなということで、私自身は非常に

甚だ疑問を持ってるところでございます。 

 以上を考慮しますと、この給与削減ていうのは慎重にも慎重に、また職員

組合とも十分に協議して結論を出していただきますようお願いいたします。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 次の退職金ですけれども、この退職手当削減の要請も国から正式に町長の

方に来ておられますかね。その内容をちょっと教えていただきたいと思いま

すけども。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えいたします。 

 退職金の削減についても長与町及び長与町が加盟してる事務組合の方に同

時になされております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 国家公務員の場合は、私が報道で知る限りは平成２５年１月から実施と、

約数％カット、それから平成２５年１０月から約１１％か１２％ですかね。

最終的には平成２６年７月以降約十五、六％と、こういう三段階で削減して

いくという話を報道等で聞いとるんですけれども、こういった内容で来てお

られるんですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 はい、おっしゃるとおりです。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 この退職手当につきましては、御存じと思いますけども、埼玉県職員の退

職手当が国の要請を受けて、埼玉県は２月から実施したということですね。

３月末の定年退職を待たずに駆け込み、自己都合で退職されて、学校では非

常に後任の確保に困られたという、いわゆる駆け込みの問題が発生して、ほ

かにもその影響があって報道されていました。長崎県はこういう轍を踏まな

いということで、現在４月１日から実施という方向で検討中ということで聞

いています。 

 それで、今、先ほど退職手当については県市町総合事務組合に委託してお

られるということで、それの結論待ちということでお聞きしてるんですけれ

ども、この県市町総合事務組合にいつから加入されておられるのか、それか
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ら退職手当のこの組合の決定のプロセスは具体的にどのようになっているの

か、そのあたりちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （葉山義文君） 

 お答えします。 

 退職手当の市町村総合事務組合に今お願いをしてるわけでございますけれ

ども、これは加入時期というのはちょっと今手元に資料がございませんので、

お答えができませんけども、組合の手当ができた時期から、当初から本町は

加入をしてるということでございます。 

 それと決定のプロセスでございますけども、これは先ほど町長もお答えを

しましたとおり、今月の下旬に市町村の総合事務組合の議会が開催をされる

予定になっておりまして、そこら辺で最終決定という形になろうかというこ

とで考えております。（発言する者あり） 

 失礼しました。組合に加入の時期でございますけども、昭和３２年でござ

います。申しわけございません。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 かなり長い、もう５０年以上というか、そういう格好で本町もそういうこ

とで退職手当については処理されてきたと。いわゆる共同処理という格好で

されてきたんだろうと思います。 

 それで、もうこれ長年加入されてますから、今さらどうのこうのというわ

けではないんですけれども、加入してるメリットっていうのは何かあります

かね。そこだけちょっとお聞きしたいんですけど。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 組合に加入しているメリットということでございます。先ほど総務部長が

お答えしました昭和３２年から加盟している、この時点では、まだ町村職員

退職手当組合という組合でした。その後、平成８年に、今、議員さんもおっ

しゃられている長崎県市町村総合事務組合というところがその事務を引き継

いで、今対応をしていただいてると。これいずれにしましても、市町独自で

退職手当をする事務が軽減されるということ、及び退職手当に関する財源が

全体でプールできますので、財政的な運営の安定化が図れるということがメ

リットになっておると思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 確かにそういうメリットはあるんですけれども、私が調査した限りでは、

今、この市町村総合事務組合に入ってないところもあるんですよ。全部じゃ
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ないです、県が。諫早市ですね、これはもう単独でやってます。それから、

入っとっても長崎市と、それから佐世保市、大村市、これは条例だけは決め

とるんですよ。いわゆる資金管理と支払い管理は総合事務組合に委託してる

わけですね。そういう方法もとっておられるところがあるわけですね。 

 それで、私はやっぱりこの退職金というのは労働条件の一部でもあるし、

それから賃金の後払いという性格も持ってるわけですね。そうであれば、や

っぱり町独自の条例を制定すべきじゃなかろうかと、こう考えているわけで

すよね。そうしないと、我々議員はノーチェック、アウトオフコントロール

なんですよ。コントロールできないんですよ。しかも、この総合事務組合の

議会は首長クラスが議員になっておられますよね。そうすると、もう行政主

導でやられるわけですよね。やられると言っても過言じゃないわけですよ。

我々議員はアウトオフコントロールですよ、コントロールできません。だか

ら、そういう意味では、やっぱり長崎方式とか少なくとも条例だけは制定し

て、きちんと議会の監視に置くというのが望ましいんじゃないかなと、こう

いうふうに考えております。ちょっと私の持ち時間があんまりこれでかかっ

とるとなくなってしまいますので、これはぜひ検討していただきたいなと思

います。 

 私は、資金管理、支払い管理まですべて長与町でやれとは言ってません。

しかし、やっぱりせめて条例だけでも単独でやっていただきたいなと思いま

す。逆に言うと、先ほどこの総合事務組合の言い方、ホームページでちらっ

と見たんですけど、条例制定ができるから条例制定業務が省略できますよと

いうのが向こうの売りになっとるんですね。だから、それ裏返せば、我々議

会は何もできないということになるから、やっぱり監視機能を働かせないと

いけないと、こういうふうに考えてます。ぜひ、これもうちょっと時間があ

りませんので、ぜひ検討していただきたいなと思います。 

 それから、住居手当は、これは議案が出てますんでもう審議の際に改めて

質問いたします。よろしくお願いします。 

 それから、再任用制度につきましてお伺いしたいんですけども、長与町は

これまで再任用はなかったわけですよね、再任用の方はですね。そのなかっ

た理由というのが希望者がいなかったのか、あるいは希望者がいてもいわゆ

る個々先議になってるはずなんですよね。その先議基準に当てはめられなか

ったのか、そのあたりちょっとお伺いしたいなと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （葉山義文君） 

 再任用制度の今まで希望があったかどうかの質問でございますけども、今

までにつきましては、確かに本町には条例自体は制定をしておったわけでご

ざいますけども、具体的な形で国の法もまだ改正をされておりませんで、そ

の具体的な運用方法も示されてないというふうな状況もございまして、今ま

でにつきましては、定年退職をされた方につきましては、希望をされた方に

つきましては各館の公民館長とかそういう形でお願いをしたというふうな経
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緯がございます。 

 今後につきましては、年金の支給開始とかなんとかそこら辺の問題もござ

いますもんですから、近々国の地公法の改正あたりを受けまして具体的な通

知もあろうかということで考えておりまして、そこら辺を受けましてから任

用基準とか任用職種とか期間とか任用形態とか、そこら辺につきましては早

急に体制を整えたいということで考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 再任用制、これは今後希望者出てくると思うんですよね。実際、無年金が

発生すると生活苦しいですからね。昭和２８年４月２日以降のお生まれの方

がその対象になってくるわけですよね。だから、希望者はやっぱりもう生活

苦しいですから出てくると思います。 

 それで、やっぱりこの再任用職員の受け皿、どのような仕事につかせるか

とか、職務はどういうふうなのにやっていくか。あるいは民間でもやってる

ことなんですけど、役職延長っていうのがあるんですよね。ただし、給料は

下がります、役職延長でもね。だから、そういった措置が今後必要になって

くるんではないかなと思うんですよ。だから、そのあたりも十分研究してい

かなければならないところであろうかと思います。 

 それと、今月額表ですか、給料の、長与町の。その一番下に再任用の月額

表が載っとるんですね、級ごとにね。そうすると、再任でフルタイムで雇わ

れた方はどの級に当てはめていくか、どの職務をさせるかということで、金

額が変わってくるんですね。例えば、今６級、７級が管理職としますと、そ

の人たちが再任用で雇用するとなると、４級か３級か、そういう当てはめを

していかないかん。その職務の当てはめをしていかないかん。それと本当に

そういうポストがあるのかどうかというのもまず前提条件になってくるだろ

うと思うんですけども、そういった問題は今後、今町長が言われたように研

究会を立ち上げるということでしょうから、そういったのも研究されるとい

うことですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員おっしゃるとおり、今後定年退職の問題と年金の問題というのは

喫緊の課題でございまして、しかもこういった任についていただく場合、組

織としてうまく運用できるかどうかという問題もあるんですね。そういった

ことも踏まえまして、いろんな問題が出てきておりますので、これは職場を

越えて研究をしていきたいというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 これはもう答弁していただく必要ありませんけど、再任される方もやっぱ
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り仕事の職位が変わる、下になるということも実際にはあり得るわけですよ

ね。そうするとやっぱり気持ちの切りかえをしていただかないといかんわけ

ですよね。それから、受け入れ先の職場の人ももう違った目で見ないで、自

分たちの仲間だという意識で一緒に仕事をしていかないと、なかなか業務が

うまくいかないというのも出てくるわけでしょうから、そのあたりが非常に

運営上、ナイーブなところではあるわけですけど、よろしくお願いいたしま

す。 

 次、体罰ですかね。きのうもいろいろお伺いしましたけれども、今、教育

再生実行会議というを政府が立ち上げて、聞くところによりますと体罰禁止

を徹底して、部活動指導のガイドラインを作成するというような話で聞いて

おるわけです。今度は県の教育長、渡辺さんも県議会で教職員の体罰根絶に

向けてガイドラインの作成を検討することを明らかにしてるということでや

られているわけですけれども、今まで長与町は何かマニュアルとかそういう

ふうな体罰防止に関して何かあったわけですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 体罰防止のためのそれ専用のマニュアルっていうのはつくっておりません

が、例えば、スポーツ教室等については１週間に３日ですよ、時間はこうで

すよというふうに子供の練習過重にならないような、そういうふうな留意点

という形でのマニュアルといいましょうか、ガイドラインといいましょうか、

そういうのはつくっておりました。でも、今度県もそういうのを示すと言っ

ておりますので、私たちもそれに準じて、本町にあったそういうガイドライ

ン等につきまして整備していく必要があるのかなというふうに思っておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 御答弁の中で、顧問が２人、それから外部講師ですか、外部指導者の方が

２人ということで報告をされてると、体罰に関してですね。これ、この前９

３名でしたか、県が発表した。その９３名の中に入ってるんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 県が発表したのは、３５名が体罰を行ったと。そして、９０何名というの

はその被害に遭った子供の数と、そういうことですね。 

 私が先ほど２名と２名と言ったのは、あくまでこの議会であったからゼロ

じゃなかろうということで体罰じゃないかな、その中にはこれは違うなとか、

いや、これ体罰じゃないかなと、そういうふうな判断をしておりますけども、

そういう意味で４名で、県がしてるのは教員だけを対象とした数で３５と上

げてますので、今回につきましては本町の数は入っておりません。 
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議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それで、部活動がこの前、中学生ですか、８４％という入部率になってる

というふうにお伺いしたんですけども、これはやっぱり相対的に高い方なん

ですかね、長与町は。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 はい。教育活動の一環として位置づけておりますので、できるだけ入るよ

うに進めております。これは文化も体育も合わせたトータルの数でございま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 この部活動ですけれども、私は部活動本来の目的ちゅうのはどういうふう

になってるのかということですね、お聞きしたいなと思ってるんですけども、

今回の体罰事件をきっかけに改めて考える必要はあるんじゃないかなと、こ

ういうふうに考えております。だから、ある人が新聞の投書欄に書いていた

んですけども、部活本来の目的とは、本来、余暇を利用して、活用して、ス

ポーツを楽しみながら人間形成を目指すものであるというふうなことを書い

ておられました。私もやっぱりそういう理念だろうなと、こう思っておりま

す。教育長はどのような理念を持っておられるか、そこをちょっと聞きたい

と思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 時間がありませんので、まさに今おっしゃったとおりでございます。そし

て、共通の集団として目標を持っていく中で、やはり勝利を目指すというと

ころも、これは否定はできないし、それを今おっしゃったような、みんなで

楽しく、そして目標に向かっていくっていう意味では、今、内村議員さんが

おっしゃったとおり、私もそんなふうにとらえております。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 それから、外部指導者のための部活動手引きを県は見直しということで、

来年度４月から新しいのを配布するというのを報道等で聞いたんですけども、

どういうふうな内容を見直されて、部活の手引きをこうされたのか、ちょっ

とその内容がよくわからないんですけども、把握されてる限りで結構でござ

いますから、御答弁をお願いしたいなと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 一番私が今でも課題であると考えてるのは、土日に一生懸命練習してきま

すね。そうすると、月曜日にはぽわっと疲れて、授業にも気合いが入ってな

いんですよね。こういうのをやはり考えないといけないのかなと。したがっ

て、一つの週をサイクルとした子供の生活の中で部活動はどうあるべきかと。

だから、余りにも熱が入り過ぎて子供が月曜日から疲労こんぱいの状態と、

これはやはりお互い慎まなければいけないのかなと、そういうのを一つまず

思いついたのはそこでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 今度また教師とそれから保護者ですか、調査を今計画されてるということ

できのうお伺いしたんですけども、４月に取りまとめるということで、それ

で教師と保護者、当然生徒も一緒にアンケート調査の対象になってると思う

んですけども、調査内容はそれぞれ違うと思うんですけども、そのあたりも

し答弁できる範囲で結構でございますけども、よろしくお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 これは調査用紙は子供も保護者も共通で、親子さんでよく話し合ってこの

ペーパーに回答してくださいと。国は８項目ほど全国共通な質問肢をつくっ

ておりますけども、長崎県はそれに加えてあと３項目ほどあって、これにつ

いては後であなたに話を聞いていいですか、はい、いいえっていうふうな、

そういうのを長崎県独自に加えてると。そういうもので用紙は１枚でござい

ます。親子で話し合いをして回答してくださいと、そういうものでございま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 内村議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 体罰につきましては、やっぱり、きのうも教育長述べられておりましたけ

れども、もう御答弁の必要ありませんので、体罰してはならないというのは

もうこれはだれしもわかってる話なんですよね。しかし、この体罰の弊害と

いうのは肉体的な苦痛もそうなんでしょうけども、子供たちが精神的なショ

ックを受ける可能性があるわけですよね。それで、あと子供の心がつぶれて

しまうと。それから自尊心も傷つけられるといった弊害があるわけですよね。 

 私が数十年前の幼少のころは、やっぱり体罰はありました。けど、やっぱ

り体罰の質がちょっと変わっとるんじゃないかなと思うんです。私が幼少の

ころはげんこつでこつんとやられたぐらいで、今は平手打ちで何発もたたか

れる、今回の大阪の例なんかね。ちょっとこれは悪質で、本来体罰はいかん

のですけど、しかしこれちょっと悪質だなと思いますよね。それと、今度の
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女子柔道の告発問題、これもやっぱり柔道って本来礼に始まって礼に終わる

わけですよね。礼儀作法を物すごくとうとぶわけですよね。そこで、事もあ

ろうにオリンピックの選手が告発するちゅうのが、これはもう全くちょっと

考えられないことだったもんですから、今回質問にも取り上げたわけですし、

大阪の例は自殺ということになったわけでこの質問をさせていただきました。 

 それから次に、もう時間がありませんけれども、生活保護者、生活扶助費

引き下げの影響です。これもやっぱり影響が大きいと思うんですよね、実際

に発動されると。国会でもこれ議論になってました。政府がこういうのを影

響はどういうふうに考えてるかという、生活保護世帯だけじゃないんですよ

ね、これ。もういろんなところに波及していく問題であるわけです。ＮＨＫ

の受信料もそうですよ。新聞に書いてありましたよね。だから、低所得者層

が非常に影響を受けるわけですね、生活保護者以外の低所得者ですね。 

 それで、あと時間ないんですけれども、生活保護の中で、就職可能な人で

就職できない人っていうのが結構いると思うんです。そういった生活保護の

中ではそういった問題もあります。だから、こういったものを所管は長崎県

が主体、福祉事務所が所管でなっていると思うんですけども、こういった問

題もきちっとやっぱりすくっていかないといかんと思いますね。 

 それから、先ほども申してましたように、これで終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で、１４時１５分まで休憩します。 

（休憩１４時０２分～１４時１５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順８、堤 理志議員の①住民の立場に立った行政対応について、②行

政改革大綱の実施についての質問を同時に許します。 

 １６番、堤 理志議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 それでは、質問をいたします。 

 住民の立場に立った行政対応について質問いたします。 

 地方自治体は、住民福祉の増進を図ることを基本とすることが地方自治法

に明記されています。住民福祉、すなわち住民の幸せ、これを発展させる役

割を担う役場の対応が住民本位に行わなければならないことは当然であり、

議論の余地もないと思います。 

 しかし、長年継続している役場の仕事のあり方が住民の立場に立ったもの

であるか、ふだん着チェックをし、長年の慣習の中で住民の立場、住民目線

で考える意識を見落としてしまっていないかを確認する、こうした作業は必

要と思われます。特に生活福祉部は、生活をしていく上でさまざまな困難を

抱えてしまった町民、弱い立場の人への対応などがあり、十分な配慮が必要

と思います。住民にわかりやすく、また安心して相談ができたり、対処がな

されたりする環境になっているのかという点について質問をいたします。 

 ２点目として、行政改革大綱の実施についてであります。 
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 現在、長与町は、第４次長与町行政改革大綱が策定され、その実施計画に

基づいて行動がなされているものと理解をしています。この中で、平成２５

年から実施している項目について、どのように具体化する計画になっている

のかということについて質問をいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、堤議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思っておりま

す。 

 １番目の御質問であります、住民の立場に立った行政対応についてでござ

います。国や県の事業が少しずつですけども、町の方へ権限委譲という形で

移行されているのが現状であります。長与町では、住民が目的とした窓口へ

行けるようなシステムづくりをしていきたいと思っておりますし、現在、そ

ういう形でやっておると思っております。 

 御指摘がありました１階の住民福祉部の窓口は、転入、転出、戸籍を初め、

妊娠期を初め乳幼児から高齢者に対する福祉や医療などさまざまな対応が必

要な窓口でございます。笑顔での対応を基本といたしまして、相手の方の話

をよく聞き、お答えするように心がけ、住民福祉などの観点からの配慮がで

きるような配置を行っているところでございます。また、生活保護相談など

プライバシーに配慮した相談に対しては、相談室を利用した対応も別途実施

をしているところでございます。 

 今後も事務の多様化や事務量の増加が考えられますので、どの窓口におき

ましても住民目線での対処ができるような対策を講じ、住民が納得して帰ら

れるような環境づくりにこれからも十分に心がけていきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、２番目の行政改革大綱の実施についてお話をさせていただき

ます。本町では、昭和６０年１０月に最初の長与町行政改革大綱を策定し、

その後、見直し、改訂を重ねて平成２３年４月に第４次長与町行政改革大綱

を作成をいたしております。現在の大綱では、具体的な取り組みとして、一

つ、事務事業の見直し、一つ、組織機構の見直し、一つ、定員管理及び給与

の適正化、一つ、人材育成の推進、一つ、財政の健全化、一つ、地域協働の

推進と行政の透明性の確保というこの６つの基本方針を掲げておるわけでご

ざいます。また、大綱を着実に実施するための指針とする実施計画は、大綱

に掲げる基本方針を具体化し、計画的な推進を図るため、各所管ごとの行政

改革に関する取り組み予定について、全庁的に取りまとめた内容で構成をし

ておるところでございます。 

 この実施計画に係る取り組みの進捗状況につきましては、当年度の実施状

況及び次年度の実施予定について、年度末に全庁的な調査を行っておるとこ

ろであります。したがいまして、平成２５年度から実施としております項目

につきましては、各所管におきまして、計画策定当初の取り組み予定をもと
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に取り組みの進捗状況を調査、分析し、外部有識者で組織する行政改革推進

委員会の御意見などをお聞きいたしまして、計画的な実施に向けて努力をし

てまいっておるとこでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 それではまず、住民の立場に立った行政対応という点について、再質問を

いたします。 

 冒頭、役場の住民に対する対応ですね、接遇という点について、全体的に

は私は非常に意識的に非常に丁寧になかなかなされているというふうに理解

をしております。私自身も１人の長与の町民として、また、議員としてもい

ろんな職員さんとやりとりをさせていただきますが、基本的に非常に丁寧な

対応、またほかの町民の方との対応を見ておりましても非常に丁寧な対応を

なされているというふうには思っております。したがいまして、今回の質問

は職員さんの対応が悪いという、そういう意味ではございません。システム

としてこれではどうなのかという点がありましたので、今回一般質問をさせ

ていただいております。 

 特に、実は生活福祉部関係の福祉課、そして健康保険課のところにありま

す窓口については、私はもう少し何らかの改善策が必要ではないかというふ

うに感じております。その理由についてなんですけれども、福祉課、そして

健康保険課というところは、まさに住民の方々の生活、暮らし、そして命に

直接かかわる非常に重要な部署だというふうに思います。もっと言えば、き

のうまで健康だった人が突然の事故、突然の病気で障害を負ってしまったと

か、そういう突然病気にかかってしまう、そしてそういった障害者としての

認定を相談に行かなければならないという事態に立ち至ったり、またこの昨

今の不況の中で大変な生活困窮の中にあるそういう生活困窮の相談、さらに

は国民健康保険の国保料の支払いの猶予云々かんぬんと、そういった相談な

どもあってるのかなというふうに感じておりますが、まず１点目として、そ

この対面カウンターの今現状、どういったそういった相談が頻繁にあってる

のかどうか、まずこの点について確認をさせていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  議員さんの御質問にお答えいたします。 

 私ども生活福祉部の窓口は、先ほど町長が申しましたように、乳幼児から

高齢者までいろんなパターンでの御相談を受けております。今、議員さんが

おっしゃったように、福祉部につきましては、保育所関係とか障害者関係、

また生活保護関係、そういう部分を扱っておりますし、健康保険課の方では

乳幼児の問題から検診のこと、年金と国民健康保険、また介護保険につきま

しては高齢者のそれぞれのいろんな申請等を受け付けるような窓口をさせて

いただいていると思います。 



 

－ 129 － 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 そういう状況で、時々そこのところを通行しますけれども、非常に忙しい

ときもあるみたいで、いすの後ろにもう一つ待合席もあるような、そういっ

た状況であるというふうに理解をしております。 

 こういう健康上のこと、それから生活困窮の相談というのは、私は非常に

プライバシーですね、個人情報もそうですけれども、生活実態上の問題もあ

りますので、そうしたプライバシーに非常に十分配慮をするということが必

要でありますし、また状況によりましてはその応対に一定のかなりの時間を

要するような場合も発生するんではないかというふうに思います。 

 そこで質問をいたしますけれども、その対面カウンターでの対応、それと

は別に介護保険課のところにパーテーションで仕切った相談室が４つか幾つ

かあります、３つ、４つですかね。そういったところでの相談ということが

あると思いますが、１つは相談室を活用するというのはどういった場合に、

先ほど生活保護の場合はそういった相談室を活用するという話もありました

が、そのあたりのこう、どういったケースではそっち、どういう場合では対

面カウンター、このあたりは現状、どういうふうな仕分けがなされているの

か、この点をお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  お答えします。 

 先ほど町長の述べましたように、生活保護関係はもう窓口に来た時点でそ

ちらの方のパーテーションをした部屋の方に案内をさせていただいておりま

す。そのほかとしましては、やはりいろんなお子様の発達関係の分の御相談

があったときなんか、やはりお子様連れですとなかなかカウンターでお話し

できないような形とか、あとは健康上の問題に御相談に来た場合とか、納税

相談もちょっと多額なものとか、そういうときに利用させていただいており

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 実は、長与ニュータウンに在住の町民の方、６０歳を超えた女性の方なん

ですけれども、この方が障害者手帳を申請に行ったところ、カウンターのと

ころに備えつけられておりますいすのところに座って説明をいろいろ受け、

そしてわからないときにはそれに対する質疑応答を繰り返し、それに必要な

書類が何枚も記入しなければいけないという状況があったということで、窓

口に行ってからそういったやりとりが完了するまでに相当な時間がかかった

という状況があったそうであります。その方は実は病気をしまして手術をし

て、さほど日が浅いという状況の中でその窓口に行ったということもありま
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して、このやりとりの時間が非常に肉体的にもう困難をきわめたということ

だったそうです。 

 私考えますのは、多くの町民の方は相談室、個室があるということも御承

知、御存じでないというふうに思いますし、そうした非常に体が弱っていら

っしゃるような方々、あるいは高齢者の方にあのいすのところ、背もたれも

ないいすのような状況の中で、非常に長時間にわたってのいろんな案内とい

いますか、そういった事務をされるというのが非常に大変だということ、私

もその方から聞きまして、ああ、本当そうだなということで私も感じました。 

 例えば、もう役場に相談に来られた方がちょっときついから背もたれのい

すがないかなというのは心の中で思っても、なかなかそういうことは言い出

すことはできませんので、やはりそういったことに対する配慮というものも

非常に必要じゃないかというふうに思います。 

 それから、そうですね、そして、例えば私感じましたのは、一つは高齢者

の方、そして障害の認定を受けたいというような方々、そしてやりとりに一

定の時間を要する方、そしてプライバシーに非常に配慮しなければならない。

先ほど言いました、例えば発達障害のお子さんの相談とか保育所の関係です

ね。あるいは生活保護の相談、こういった場合は住民の要請によるんじゃな

くて、まず役場の方から、そういった場合には、先ほど生活保護を中心に言

われていましたけども、そういったその他のケースについても個室、相談室

というのを利用するような、そういう一定拡充といいますか、利用の拡充と

いうか配慮、そういったものが前向きに検討ができないものかどうか、この

点をお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  そういう事例があったということにつきましては、本当に御迷惑をおかけ

したと思います。ただ、私ども窓口の方も相手方とお話をさせていただく中

で、やはり相手の顔色とかを伺いながら御相談の内容とか時間の配分等もな

るべく一生懸命判断できるようにということで指導をさせていただいており

ます。 

 先ほど議員さんがおっしゃったようなことに関しましては、やはりその内

容によりまして、プライバシーができるようなお部屋の方に行ったり、ロビ

ーの方に机があるいすがあるんですけれども、そちらの方に御案内して、そ

こでお話を聞いたり、書き込みをしていただいたり、そういうふうなことも

努力しておりますし、また先ほど言った待合のいすの方で健康相談のお話を

座って一緒に聞くというようなことで、職員としてもなるべく相手の立場に

立ったことをやってはおります。ただ、やはり相手方さんの顔色がちょっと

見えないといったこともあったと反省をさせていただいております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 
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 ちょっと今の答弁じゃ、今後改善するのか、それとも現状のやり方のまま

踏襲するのかというのがよくわからんわけですよね。 

 私も存じ上げてるのは、障害のある方からのたしか要望、要請にこたえて

いろんな配慮をされて、ロビーのところにそういった車いすの方でもできる

ようないろんなやり方をしたりとか、いろんな努力をなさってるのというの

はよくわかりますし、それも含めてですよ。それも含めて、やっぱり私が今

言ったような、高齢の方で長時間座ってるのは厳しいだろうなという方につ

いては、もう少し、例えば背もたれのある方のいすに誘導するとかそういう

配慮ができないかということをお聞きしてるんです。それはいかがでしょう

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  申しわけございません。今、議員さんがおっしゃったように、そういうと

きには座りやすい方向に案内するし、今言われましたけれども、背もたれの

あるいすを、ちょっとあそこ廊下が狭いもんですから大きい分はできないと

思うんですけども、背もたれのあるいすをカウンターに最低１つずつぐらい

は準備をしてみたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 ぜひそういう方向で、いい窓口にしていく努力というものをしていただき

たいいうふうに思います。 

 それから、その方と話したときに、例えばその窓口あたりで、例えばこう

いうふうにしたらもっといいというものがないのかというようなやりとりも

させてもらって、その中でこんなのはどうかというのを本人さんから、こん

なのはどうかというか、本人さんが実感に基づいて要望されたことではある

んですけれども、もう一つが非常に声が聞き取りづらいという問題があるそ

うです。役場の職員さんも非常に気を使ってマスクをされて応対するという

状況があるそうなんですけれども、やりとりの相手方の声、職員さんの声が

聞き取りにくいという問題があります。 

 ちょっと調べてみますと、一般的に静かと言われるのが５０デシベルとい

う基準だそうです。これは非常に静かな事務所が大体５０デシベルというふ

うに言われております。６０デシベルを超えますとやかましいという段階に

入るそうで、騒がしい事務所というのが大体７０デシベルぐらいがそういう

状況だそうです。 

 生活福祉部の事務所を考えてみますと、非常に人との応対もしょっちゅう

やっておりますし、電話が鳴ったり、あるいは職員さん同士の事務連絡、会

話のやりとりがされておりますので、恐らくこの生活福祉部の事務所におい

ては７０から６０デシベルぐらいはあるんじゃないかいうふうに感じており

ます。これ計測したわけじゃありませんが、この基準を見てみますとそうい
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う状況かなと思います。 

 そういう状況を前提で考えていただきたいのが、プライバシーに配慮して

いろいろ相談をするときに、後ろの方にもいろんな待っている方、町民の方

がいるという状況の中でいろんな生活困窮の相談ていうのを、やっぱり余り

大きな声で人に聞こえるような会話にはしたくないというのが町民の率直な

気持ちじゃないかと思います。かといって小さい声でしゃべってもなかなか

応対が、言葉の意思疎通もなかなかうまくいかないいう状況もありますもん

ですから、この方が提案されたのは、集音器というものがあるそうです。集

音器とか助聴器というものがあるということで、こういったものが窓口の方

に準備ができれば非常に助かりますけどということがありました。ちなみに

補聴器というものもありますが、補聴器というのは医療機器ということで保

険の対象ですし、その方その方の個々の状況で利用するということで、補聴

器ではなく集音器、助聴器、そういうものがあるということで、これが検討

できないかという話がありました。 

 そして３つ目に老眼鏡ですね。いろんな窓口に行きますと老眼鏡を設置し

ている、銀行さんなんかもよくありますけれども、老眼鏡を置いているとい

う状況があります。老眼鏡というのはふだんはかけていなくて、字を読んだ

り書いたりするときにかけますもんですから、ふと役場に行ったときに持っ

てはいかない、うっかり忘れるということもありますもんですから、やっぱ

りさっと、うっかり忘れた方にも渡せるようにそういう提案がなされました。

特に、役場の書類については字が非常に小さいもんですから、これがあると

非常に助かるんじゃないかと思います。 

 以上、集音器、そして老眼鏡等の設置について、これは今すぐやりますと

はなかなか言えないかもしれませんが、検討できないものか、これ町長いか

がでしょう。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 老眼鏡についてはたしか置いてると思います。私も見たことがありますの

で置いてると思います。ただ、数が足らないということであれば、もちろん

準備をしたいと思います。 

 それと、集音器というのがどういうものか、ちょっと私理解をしておりま

せん。どういうものかはちょっと御説明をもう一度お願いできればと思っと

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 集音器というものは、一般的によく有名なのが補聴器というものがありま

すよね。要するに、耳の中に入れて声を聞き取りやすくするというものがあ

るそうなんですけれども、これが医療器ということで、例えば病院、医療機

関にかかって正式な手続を持ってやらなくちゃいけないというものなんです
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が、さっき言いますように、ふだんは補聴器をするまでもないけれども、騒

がしい役場の事務所の中でやりとりをするのに、あんまり大きな声でしゃべ

りたくないような、ちょっと慎重に扱わなければいけないような個人情報と

か生活上の情報のやりとりするのに集音器というのがあるそうなんですね。 

 要するに、私も詳しくは、私ももちろん使ったことありませんが、知りま

せんが、その方から私いただいた手紙があるんですけれども、この方がそう

いうものを調べて、いわゆる補聴器ではないけれどもそうした声を聞き取り

やすく、要するに、相手がしゃべった声を聞き取りやすくする機器があるそ

うです。これ集音器というそうですので、これ恐らくいろいろ種類があるん

じゃないか、メーカーもいろいろあるんじゃないかと思いますので、今、逆

質問されましたけれども、ちょっとこれはぜひ調べていただいて、そういう

ものがあるということですので、もし活用できれば１つや２つあったら非常

に町民の利便性からいえば、非常にこれはいいんじゃないかなというふうに

思いますので、これは提案として申し上げた次第です。検討できないかどう

かですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 どうも済みません、質問いたしまして。 

 わかりました。それはちょっと研究をいたします。私は皆さん方に集まっ

ていただけるような長与町役場にしたいと思っておりますので、そのあたり

は十分検討しまして、今、部長の方から申し上げましたように、背もたれの

いすとか、ただ、部屋の確保っていうのはちょっとスペースが限られてます

ので、どういう形でしたらいいのかを踏まえて、皆さんが集まっていただい

て相談しやすいようなことをもう一度検討してまいりたいと思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 私にまず相談があった方からの文の中で、いろいろ、私は思いも寄らぬこ

とで障害者手帳をいただくことになりました。私も実は存じ上げてる方で、

非常に健康な方でかくしゃくとした方なんですが、もう本当、詳しいことは

わかりませんが、そういう突然障害を負うということがあります。その方も

思いも寄らぬことでそういう障害者手帳をいただくということになったとい

うことで、いろいろ感じたことを書いた上で、長与町の福祉課を心優しいコ

ーナーにしてくださいという、そういう思いで、決してクレームを求めてる

わけじゃなく、よりよい役場になっていただきたいということでそういう私

に相談もありましたので、これはぜひ議会で町長にも知っていただきたい、

よい窓口にしていただきたいいうことで、今回取り上げさせていただきまし

た。非常に前向きにやっていきたいという答弁もいただきましたので、これ

で終わりたいと思います。 

 次の２点目の行政改革大綱についての質問に移りたいというふうに思いま
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すけれども、本来の行政改革というのは、私は住民サービスがどのように向

上したのか、また住民サービスをどのように向上させようとしているのかと

いう、そういう目標があってしかるべきで、サービスの向上の結果が行政改

革の評価になっていかなければならないんじゃないかっていうことが私の持

論であります。したがいまして、今回の質問は、住民サービスの視点から質

問をさせていただきたいいうふうに思います。 

 先ほど答弁をお聞きいたしますと、各所管の方で努力をしているという状

況でありましたけれども、ちょっと具体的なものが出てきませんでしたので、

私は長与町のホームページの中で、この行政改革大綱実施計画というものが

アップされておりましたので、この中で平成２５年度に実施と書かれている

ものが５点、６点ほどありますので、ちょっとその点についてお伺いをして

いきたいと思います。 

 まず１点目の公共サービスの見直しというところの文書管理について、こ

れを国に準じた運用の見直しを平成２５年から計画では実施というふうにな

っております。この公文書の管理について、先ほど同僚議員も質問をいたし

ましたけれども、よくわからないのが、現状の町の管理と国に準じた運用の

違いといいますか、そしてこれを国の運用の方に合わせた場合にどういった

利点がある、このあたり、住民サービスとあんまり関係ないのかもしれませ

んが、ごくごく簡単でも結構ですので、何かわかりやすいものがあればお示

しをいただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 お答えいたします。 

 議員さんもおっしゃったように、先ほどの一般質問にも絡みがありますが、

国の方で法律を定めたということは、もう先にそういう準備を、制定をされ

たんですけど、その法律の中で地方公共団体に同じような取り組みを求めて

いるわけではございません。あくまでも国の管理上の問題ということになっ

てます。 

 ただ、当然のことですが、我々が今取り決めをして管理をしている管理の

やり方が本当に妥当、適正なのかどうかっていうのは当然国の法律等のにら

みながら検証すべきものと考えております。そういうことから、２５年度に

は検証結果を反映させた形で文書管理について運用の見直しをやりたいとい

うことで、予定をいたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 ですから、この表を見ますと、２３年、２４年で検討して２５年実施とい

うことなので、計画からいきますと２年間ほど検討されてるんですね。です

から、この見直しによってどういうメリットといいますか、こういうふうに

改善して、例えば役場の事務の効率化なりこういう利点がありますよという
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ようなものはなかなかないものなのかどうか、いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 ちょっと先ほどの答えが不十分でした。申しわけありません。 

 国に準じた見直しを行った場合、先ほどの一般質問にありましたように、

より適正な文書管理を徹底するということになろうかと思います。それがひ

いては住民サービスの向上につながっていく。例えば、廃棄してはいけない

文書が廃棄されてるとかそういったことを極力なくしていく、その決まり事

を改正することも当然その一つではございますけども、保存年限の今定めて

る、これは３年ですとかこれは５年ですとかいうこと自体も見直していくと

いうことで、より緻密な対応をしていくということになろうかと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 この問題は、非常に事務の実務上の問題ですので、私もとやかく言う必要

はないかと思いますが、書いてありますのでお伺いしました。 

 ２点目、電子自治体の推進というところで、２５年度実施というものを見

ますと、災害時など携帯電話やモバイル端末を利用した情報の提供というふ

うに書いてあります。これにつきましては、たしか今年度にいわゆるメール

でいろんな防災情報を発信する、そしてフリーダイヤルによってその情報を

知ることができるというものがありますが、このことなのか、それともほか

にあるのかどうか、この点はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 まず、今、議員さんがおっしゃった防災行政無線の放送内容をフリーダイ

ヤルまたは登録メールでお知らせするというシステムは、完成いたしてます。

それとは別に携帯電話会社が提供するサービスもございます。それについて

も取り組みをいたしておりますので、そういったものを意識した形でのこの

目標設定になっております。したがいまして、２４年度中には実施状態に移

ってるというふうに我々は認識いたしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 私は非常にあれはよかったなと思っております。そして、ちょっともう一

つ踏み込んだ提案をさせていただきますと、今、長与町はミックンのフェイ

スブックというのを開設いたしましたよね。それともう一つ、今よく利用さ

れているＳＮＳでツイッターというのがありますけれども、このツイッター

によってそういうまちのいろんな情報をお知らせするという、そういったも

のはできないものかいうふうに思います。 
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 フェイスブックについて、私が何人かの方とお話をすると、フェイスブッ

クを利用されない方々が結構いらっしゃいまして、その方が何でかというこ

とを聞きますと、自分の実名を出して、そして自分の個人情報をインターネ

ット上に公にするということに対してまだまだ抵抗感を感じると、実は役場

の方でもそういうふうに思うという方もいらっしゃいました。ですから、フ

ェイスブックっていうのは一定非常に利点もあります、メリットもあるんで

すけれども、今度はまだまだ、ちょっと実名を出すまでには抵抗感があるよ

という方についてはツイッターというものの方が、これは匿名性がありませ

んけれども、これも利用して、恐らくいろんな自治体ももう既に取り組んで

おりますけれども、これでしたらもっと気軽に町の情報を積極的に取り入れ

るという方もいらっしゃる、もっとたくさんのフォロワーといいますか、そ

ういう方も出てくるんじゃないかと思います。 

 一つ例にとらせてもらいますと、私実はツイッターをやっておりますけれ

ども、１月のインフルエンザが非常に流行した時期がありました。そのとき

に長与町の福祉の病児保育というのがありますよね。長与町のホームページ

の病児保育の案内のページを自分のツイッターに張りつけて、長与、時津の

方はこういう制度もありますよということでツイッターでつぶやいたんです

けれども、ありがとうございましたという連絡がありました。そういうふう

な、その時期、その時期に応じたいろんなまちの情報を発信するということ

に活用できますし、非常に有効性が高いんじゃないかと思いますが、もう一

歩踏み込んだそういった活用ができないものか、このあたりはいかがでしょ

うか。 

議  長 （山口経正議員） 

 政策推進課長。 

政策推進 （松添高明君） 

室  長  お答えいたします。 

 フェイスブックについては議員さんおっしゃるとおり、ミックンの個人的

なフェイスブックというふうな形でしてるんですが、町全体となるとやはり

いろんな問題点もございますので、今のところそういう対応でさせていただ

いてるんですが、そういう中で町の情報も発信できているというふうに思っ

ております。 

 ツイッターの方も当然、十分情報発信には有効なものだというふうに考え

ております。そこにはやはり対応というのも考えていかなければならないと、

そういった問題点もございますので、十分そういったところも考えながら、

検討しながらやっていきたいというふうに思っとります。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 ぜひ今後検討をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、定員管理及び給与の適正化というところの給与の部分で、職員の能

力、実績をより重視した給与体系の確立というところが、２３年度、２４年
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度検討し、２５年度実施というふうに書いてありますが、これもやはりこう

いう形で２５年度に実施をなさるのか、これが実質的に能力、実績重視の、

実質的にこれは給与の抑制というものを念頭に実施していくお考えなのかど

うか、この点についてはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 ここでうたってます職員の能力、実績をより重視した給与体系の確立とい

う項目につきましては、抑制を前提にということでは決してございません。

ここでイメージしてるのは、人事評価を今実施しておりますが、そういうも

のを給与体系の再構築の際に反映させていくことを研究する、検討するとい

うことでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 給与の抑制を考えてるわけではないということですね。これは理解いたし

ました。 

 実はちょっと私も気になったんですけれども、平成２０年の６月の、当時

葉山町長の施政方針の中で、年功による給与上昇を抑制するためにそういっ

た人事評価をつくって、一部職層で実施していくということが出されました。

私これについて、その後の６月議会で一般質問を行いました。というのが、

ちょうどこの時期はいろんな民間の企業が成果主義ということでそういった

ものを取り上げてやっていった中で、実は成果主義というものがねらいどお

りに機能しなかったという実態がありました。 

 経済産業省が民間の成果主義導入の企業を研究したものがあります。当時、

この６月議会で私も取り上げたものですけれども、「人材マネジメントに関

する研究会」報告書というものがありまして、当時のやりとりの控えなんで

すけれどもこの中には、本来成果主義が達成すべき効果が得られず、働く人

の納得感の低下や組織力の低下などが認められたというふうに指摘されてい

るということで、そういったものを取り上げても私が非常に危惧するのは、

これ、実際そういう目的でやったと言いながら、働く人の士気が低下したり、

個人プレーに走ってチームワークが乱れていくいうような問題が発生しまし

たもんですから、これは問題じゃないかっていうふうに一般質問で取り上げ

ました。そうしますと、当時の部長は町長の施政方針のちょっと一部変更と

いいますか、軌道修正しまして、給与上昇を抑制するというそういう目的で

はなく、能力、勤務態度を重点的に考えていきたいと、こういうふうに町も

姿勢を変えました。 

 ですから、今回は給与の抑制が目的じゃないということでありますので理

解をいたしますけれども、非常にこの辺の取り扱いは慎重にしていかないと、

実績主義、成果主義といいながら、だれが評価するのか、その評価に対する

本人が納得いくもんならいいですけれども、これだけ頑張ってるのに評価さ
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れないということになりますと、職員の意識の低下、それがひいては行政サ

ービスに影響を与えていくということで、私はここは十分慎重な対応が必要

じゃないかということから取り上げさせていただきました。 

 次に、財政の健全化のところの町税のコンビニ納付の導入等の整備という

ことで、これも２３、２４が検討、２５年度から実施ということでなってお

りますけれども、これ実施されるのかどうかですね。もしされるということ

であれば、どういった税の種目、それから実施時期とか、このあたり構想が

あればお示しをいただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 収納推進課長。 

収納推進 （村山政秀君） 

課  長  お答えします。 

 このコンビニ収納の件につきましては、さきの１２月議会の折にも御説明

したと思いますけども、このシステムにつきましては今度の次年度からたし

か基幹システムの変更に合わせて導入を検討するということで、現在考えて

おります。 

 それで、対象する税目としましては、普通税、固定資産税、それから住民

税、それから軽自動車税、それから国民健康保険料を一応考えておりますけ

れども、これにつきましては各担当の所管の税務課あるいは健康保険課とも

今後協議して、あとまた情報管理課とも今後協議していく必要があるんじゃ

ないかということで考えております。 

 開始時期はその協議の過程で、ちょっと今現在いつからちゅうのは申し上

げられませんけども、なるべく早い時期にできるように検討したいというこ

とで考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 実施計画によりますと、２５年度実施となってますので、当然２５年度の

冒頭実施という状況じゃないというふうに理解をいたしましたけれども、２

５年度中にはもう体制を整えたいというふうな一定のめどといいますか、そ

ういった目標はどうなっていらっしゃいますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 収納推進課長。 

収納推進 （村山政秀君） 

課  長  一応関係各課で来年度中には一定の方向性を出すということで考えており

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 次に移ります。 

 地域協働の推進と行政の透明性の確保というところで、ここでも２５年度
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実施というものが１項目あります。それが高齢者や障害者の災害弱者の安全

安心を確保するため、早期の避難誘導を支援するためのネットワークづくり

を推進する、これを２５年度実施となっておりますが、これについてもう少

しわかりやすく御説明をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 お答えします。 

 現在、町の方で地域福祉計画を策定しておりますが、それに基づいて社会

福祉協議会の方で活動計画というのを策定してます。それで、２３年度から

一応高齢者見守りの補助事業を使ってモデル地区を設定して、２４年度現在

で６自治会になっております。そのモデル自治会をベースにして、そういっ

たほかの自治会にその制度を広めていこうと考えておりますが、その辺をあ

る程度まとめて、ネットワークづくり、連携を図っていこうと考えておりま

す。 

 それで、済みません、一応、現在高齢者をベースに進めておりますが、そ

れが結局災害時の弱者等の、障害者も含めたところで町全体に広げるように

考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 これについては、最近やってる見守りの今まで３自治会モデルでやって、

また今回３自治会、あの計画のことなんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 そうでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 了解いたしました。 

 そして、ちょっと最後にお伺いしたかったのが、公正の確保と透明性の向

上というところで、これ実は２５年度じゃなくて２４年度のところになって

いるんですが、議会に上程した議案の概要の公表を検討ということが書かれ

てあります。これが上程した議案の概要の公表というのは、現時点ではなさ

れていないというふうに思いますが、これはどうして滞っているのか、この

点はいかがでしょう。これは総務の方でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩●●時●●分～●●時●●分） 

議  長 （山口経正議員） 
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 会議を開きます。 

 総務部長。 

総務部長 （葉山義文君） 

 議会に上程した議案の概要の公表を検討ということで記載をしております

けども、この件につきましては、今現在、議会だよりに載せていただいてお

りまして、実際、町の方では公表を現在してないということで、議会の方で

していただいとるということで理解をしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 これは議会が提案する、例えばいろんな議会提出の議案については我々の

責任ですが、執行部提出の分については執行部の権限で公表して構わないん

じゃないかなていうのが、私思ったのが、ここで上程した議案の概要の公表

となってるんですが、実は県とか長崎市あたりについては、恐らく上程する

前に執行部としてこういう予算案なり方針なりをっていうことで、広く住民

の方に前広にそういう情報を発信をなさってるわけなんですよね。ですから、

私言いたいのは、上程した議案じゃなくて、上程前にですよ。県や市ももう

既にやってるし、国においてももう予算案なんかは早目に住民、国民に知ら

せているわけですから、そういったことはもっと住民に情報公開という点で

も、またいろいろ最近傍聴の方も非常に多いんですけれども、そういう議会

とか町政に関心を持っていただくという点でも非常に有効じゃないかと思い

ますが、こういうことができないものかどうか。このあたりはいかがでしょ

うか。 

議  長 （山口経正議員） 

 副町長。 

副 町 長 （浜野哲夫君） 

 議会前に公表をという話ですけれども、この辺は逆にいかがなものかなと

いう気がしておりまして、やはり議会にまず提案をして、その中で公表して

いくのが筋じゃないかなというふうに考えておりまして、議会の理解をいた

だければ公表やぶさかではないというふうに考えておりますけれども。 

 それから、先ほどちょっと答弁しました議案の関係ですけれども、総務部

長が言いましたように、議会だよりに載ってるからというじゃなくて、うち

の方ではもう現在やっておりませんでしたので、今言われました、議会前に

そういう公表をしたらどうかということと含めて検討をさせたいというふう

に考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 堤議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 議会前にするのはいかがかという話でしたけれども、実際問題、もうほと

んど国なり、県なり、市なりがもうこれは当然のこととして、我々は住民の

ために存在してるわけで、我々が先で住民は後回しとか、あんまりそういう
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順序立てる必要もないんじゃないかというふうに思いますので、その辺も含

めて今後、もう少し検討して……。 

（「●     してください」の声あり） 

 １６番 （堤 理志議員） 

 はい、ちょっと検討をして、議会の立場もありますけれども、検討してい

ただきたかったと思うんで。 

 それから、質問については以上なんですけれども、今回、この行政改革の

内容について具体的なものをお伺いをしましたけれども、私はそもそものス

タンスとしては、国が主導してきた地方自治体にこうやれということで行政

改革をやれというやり方でずっとこの間やられてきたやり方については、い

ろんな角度から問題点が多いんじゃないかっていう立場で指摘をさせていた

だいております。 

 もちろん、いろんなコストを削減するということが全部だめだというふう

には全く思ってはおりません。地方自治法の中でも、最小の経費で最大の効

果を上げるようにやれということがうたわれておりますし、むだなむだ遣い

は当然いけません。しかし、以前の行革であります集中改革プラン、これを

全国的にやられましたけれども、まさにこれが構造改革路線に立って民間委

託、そして指定管理者を推進し、職員の数と給与の削減、成果主義、こうい

ったことが大々的に全国でこの間行われてきました。こうした手法で進めら

れた結果、有名になった事件で言えば、埼玉県ふじみ野市で公営プールで管

理を民間のアルバイトに委託して、アルバイトの方がどういう責任感を感じ

てされたか知りませんけれども、残念ながら吸水口に子供が吸い込まれて痛

ましい結果になったり、あるいは建築確認の事務を民間に開放した結果起こ

ったのが、私は耐震偽装の問題ではなかったのかいうことで、本来行政が果

たすべき公共の安全性とか、あるいは住民サービスについての公的な責任が

あいまいになってしまった、そういう弊害が私はあったということについて

は、こういったことから、我々地方の自治体も苦悩した行革のあり方という

ものはどうあるべきかということをしっかりと見ていかなければならないと

いうふうに思います。 

 また、職員の抑制については、公務員の皆さんも非常に少ない職員さんの

中で、これ全国的な傾向ですけれども、非常に重い責任が少ない人数の中に

かかってくるということによって、公務員のメンタルヘルスの問題というの

が非常に問題化いたしました。私も非常にその点については心配をしている

んですけれども、長与町の行政改革大綱、手元にありますけれども、これを

見てみますと、民間委託の推進というところがあります。この説明文の中で、

行政責任の確保、そして住民サービスの維持向上等に配慮しつつという言葉

がうたわれているんですね。私はここの文言がしっかり入ってるということ

については、非常に評価できるんじゃないかと思います。これがあるのとな

いとじゃ、非常に大変な問題、違いがあるというふうに思います。 

 冒頭にも申し上げましたけれども、行政改革そのものが住民サービスや、

あるいは安全安心を拡大していく、そういう目的のものであるということ、
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そういう視点を町として忘れてはならないというふうに思いますが、この点

についての町長の認識をお伺いしたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 非常に今の議員おっしゃることは広範囲にわたりますので、１点、人材育

成ということに絞って、これがどういう形で行われているかということもち

ょっとお話を、言いたいと思うんですけれども、まず、職員の給与の問題が

出ましたけども、その中で出てるのが人事評価制度というのを先ほど所管の

方で申し上げましたけども、これは人材育成というのと絡んでくるわけであ

ります。１次考課者、２次考課者、３次考課者とあるわけですね。１次考課

者は課長、２次考課者が部長、３次考課者が特別職というようなことになり

ますけども、それは１年を毎日、こういった形についてどういうふうな形で

取り組むかということが上司と部下がきっちり顔を合わせて話し合うと、こ

れを１年間お任せしたいと、自分はこれをしたいというような形で、そうい

った形の話をしながらやっていくと。そこで、君に期待してるのはこういう

ことを期待すると、これをもう少し伸ばしてほしいというようなことのやり

とりの中で、人材育成というのも行われてると思うんですね。だからそうい

った面で、私はこういったものがより高く機能できるように、それがひいて

は住民サービスになるということになってくると思いますし、民間委託制度

につきましても、今申し上げましたように、議員がおっしゃったように、あ

くまでも歯どめがあって、それを我々が十分承知した上で管理した上でやっ

ていくということは、十分に関知してやっていきたいというふうに思います。 

 それと、こういった行政改革大綱というのは、あくまでもやっぱりこのま

ちの行政システムっていうのがスムーズにやっていけると、非常に効率的に、

かつ適正になされているというのを我々としても、その年次を通して確認を

していくという意味合いもあります。それを皆さん方に御報告するときにお

きまして、やはりこの件についてはここまで計画的に進んでるよというふう

なことも申し上げられますし、また町民自身のインセンティブを高めていく

という意味においても重要ではないかというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１５時３０分まで休憩いたします。 

（休憩１５時１５分～１５時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順９、分部和弘議員の①学校の安全対策について、②安全安心なまち

づくりについての質問を同時に許します。 

 ５番、分部和弘議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 皆さんこんにちは。きょう最後の質問となります。しばらくおつき合いを

お願いいたします。 
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 それでは、早速質問をさせていただきます。 

 １点目、学校の安全対策について。 

 子供が安全に安心して通学し学ぶ環境は、自治体が第１番目に全力を尽く

して実現しなければならない重大な事項であります。今回、文科省、国交省、

警察庁が連携して、通学路の交通安全の確保に向けた緊急合同点検を行いま

した。学校の安全対策、通学路の安全状況についてお伺いをいたします。 

 １つ目、通学路の安全対策について、町の基本的な考えをお伺いします。 

 ２つ目、昨年１２月に通学路安全対策箇所が発表されましたが、現在まで

の対策の推進状況と今後の展開についてお伺いをいたします。 

 ３点目、不審者対策として、警報装置、通報装置などの設置状況はどのよ

うになってるのか、お伺いをいたします。 

 大きな２点目、安心安全なまちづくりについて。 

 歩行者の安全対策における明るいまちづくりについてお伺いをいたします。 

 １点目、町の歩道、交差点における照度の管理状況はどのようになってお

るのか、お伺いをいたします。 

 ②歩道、交差点における証明の設置状況については、どのようになってい

るのかお伺いをいたします。 

 ３点目、犯罪抑止や交通事故防止の観点から、より明るいまちづくりのお

考えはないのかお伺いをいたします。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、きょう最後の御質問になりますけども、分部議員の御質問にお

話をさせていただきたいと思います。 

 １番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員会の方

から回答をいたします。私の方からは、２番目の御質問につきましてお答え

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 まず、安心安全なまちづくりについてで１、２でございますけれども、こ

の１点目及び２点目については関連がございますので、一括して答弁をさせ

ていただきます。 

 現在、町道における街路灯は、主要２０路線の町道に設置されておりまし

て、街路灯の総本数は道路、歩道、交差点照明合わせて２８８本でございま

す。御質問につきましては、まず道路照明の目的といたしましては、夜間に

おける道路状況、交通状況を的確に把握するための環境を確保し、道路交通

の安全、円滑を図ることを目的としております。 

 本町におきましても道路交通の安全性を図るために、街路灯の設置を行う

際には日本道路協会監修の道路照明施設設置基準をもとに実施をいたしてお

ります。この設置基準によりますと、車道、歩道及び交差点と個別に照明等

の基準が設けてあり、この基準を基本に現地の状況なども考慮しながら対応

しておりますので、今後も同様の対応をしてまいりたいと思っております。 
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 現在設置済みの街路灯につきましても、経年劣化等による照度の低下等が

発生した場合は、危険防止のためもありまして、随時対応をしておるところ

でございます。また、そのほかに、電柱やポール式の防犯灯として、平成２

３年度末で３,４５８基を設置しております。 

 なお、防犯灯の設置につきましては、省エネルギーの推進や長寿命化を図

るため、ＬＥＤ防犯灯への転換を随時図っているところであります。今年度

に設置した３９基を含め、現在まで１６６基を設置をしております。 

 また、維持管理につきましては、球切れについては随時対応するとともに、

３年に１回のペースで町内全部の防犯灯の球がえと保守点検を行っておりま

す。今後とも防犯灯としての機能維持に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の御質問でございます。１点目及び２点目の答弁でも申し上げまし

たが、道路照明の目的は、夜間においての道路交通及び歩行者等の安全性を

図ることであると道路照明施設設置基準の中で明確に記載されておるところ

であります。この基準により街路灯を設置することにより、道路交通及び歩

行者の安全性を図ることに加え、犯罪抑止及び交通事故防止にも貢献できる

ものと思われています。 

 現在までの街路灯の設置に関しましては、基準に準じて実施をしておりま

すので、今後も道路交通及び歩行者の安全性を図るため、設置基準をもとに

街路灯の設置及び指導等を行ってまいる所存でございます。 

 また、防犯灯についてでございますが、現在設置しております防犯灯は、

一部団地等開発分を除き、既存の蛍光灯でほとんどが１灯用の２０ワット、

新設分についてはＬＥＤ電球で２０ワット相当を設置しております。明るさ

については、電球のワット数を変えることで可能ではありますが、一方で、

その維持管理費の増加という問題も出てまいりますので、そのあたりは十分

に慎重をいたしまして対応をさせていただこうというふうに考えております。

以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 １点目の学校の安全対策で（１）通学路の安全対策についての町の基本的

な考えを回答いたします。 

 分部議員さん御指摘のとおり、子供が安全安心に登下校できるような環境

を整備することは、我々の最大の課題であると考えております。そのために、

安全な通学路の設定と定期的な点検を行ったり、子供の登下校を地域全体で

見守る体制をつくったり、不審者等に関する情報の共有化を図ったりするな

どして、地域の皆さんの御協力をいただきながら取り組んでいるところでご

ざいます。 

 具体例を挙げるとすれば、町内の通学路は基本的には歩道と車道を分離し

ようと考えております。しかし、幅員が狭い場所では、ガードレールやガー

ドパイプで歩道と車道を分離し、それもできないようなさらに狭い場所では、

路側帯対応で行っているところでございます。 
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 ２点目の、昨年１２月に通学路安全対策箇所が発表されましたが、現在ま

での進捗状況と今後の展開でございますが、町内５２カ所の危険箇所につい

て、警察、県の振興局、管理課、地域政策課、学校教育課の担当者によりま

して、合同点検及び合同会を開催、検討いたしました。その結果、長与小校

区では、丸田谷の三菱アパートから長与中への上り坂にガードレールを設置

しました。高田小校区では、高田百合野橋付近にガードレールを移設しまし

た。洗切小校区では、本川内駅に入る県道の角のガードパイプの補修とポー

ルコーンを設置しました。北小校区では、岡郷・浜崎地区の車道に路側帯を

整備しました。南小校区では、青葉台団地付近にガードパイプを設置しまし

た。その他にも横断旗の設置や側溝のふたの設置を実施するとともに、立哨

指導、安全指導の徹底を学校及びボランティアの皆様にお願いいたしました。 

 さらに今後もできるところから歩道設置、路側帯整備等を計画し、通学路

の安全対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 ３点目の不審者対策として、警報装置、通報装置の設置状況について回答

いたしますが、町内の小・中学校には、不審者が侵入した場合は、ボタンを

押しますと校舎内に光か音で知らせる警報装置を設置しております。また、

各学校の教室にはインターホンを設置し、情報収集ができるようにしており

ます。さらに、新しく今度つくりました長与小では、防犯カメラを校舎の出

入り口に４台設置し、不審者のチェックにも当たっております。以上でござ

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 通告順に従いまして、再質問の方をさせていただきます。 

 まず、１点目の学校の安全対策についてですけども、各小学校、中学校、

それぞれ通学路ありますけども、通学路の決定はどのように行われているの

かということと、あわせてその決定するに当たり、登校時の人の流れのシミ

ュレーションはやられてるのかということで、そのシミュレーションの内容

は、例えば、一つの区間を１０人が歩いてましたと、新しい団地ができて２

０人いますと、登校する人が。合わせて３０人になりますよね。で、そした

らそこに何らかの今までスムーズに流れていっていた通学が、そこで車を待

つ列ができて歩道をオーバーするとか、そういった事象も考えれますんで、

そこら辺のシミュレーションということで御理解いただければというふうに

思います。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育次長。 

教育次長 （勝本真二君） 

 お答えします。 

 通学路につきましては、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の第

２条及び同法施行令第４条によって、通学路というのはおおよそ学校であれ

ば校門から１キロの範囲で、１日の登下校が４０人通るようなところを通学
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路というふうに設定しております。 

 だから、すべての子供たちが通るところが通学路ではありません。主感に

大体のメーン通路を通学路と決めて、そこに速やかにのるというような法律

設定になっております。 

 それで今、分部議員がおっしゃったように、シミュレーションという部分

になりますと、例えば新しくできた緑ヶ丘あたりは、一番住宅地のところま

では通学路にはなっておりません。手前の部分までで、ただ、緑ヶ丘の子供

たちのところでいけば、入り口の付近のとこの交差点のとこには保護者が立

ってて、その１つ手前のところにも地域のボランティアの方が立ってくれた

りとか、できるだけそこは交差点あたりにも長与の場合であれば、各学校区

の交差点あたりには多くの方がボランティアとして登録していただいて、子

供たちの安全な登下校が守られるようにしていただいて、場所場所では横断

旗あたりをきちんとしてボランティアあたりが通していただいて、ある程度

のシミュレーションでは今のところはスムーズに行ってるんじゃなかろうか

と思っております。厳密には、ちょっと細部までわかんないんですが、ある

程度私たちも定期的には交通安全運動とか週間のときあたりは回って、そこ

あたりの機能してるかなと。学校の実態としても校長、教頭の方からどうい

う状態ですかと、困ってるとこありませんとか定期的に聞いて、そこあたり

は今のところは順調にいってるかななんて思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ありがとうございました。 

 その中で、今現在、高田南、そして組合の方で榎の鼻、組合施行でやられ

てますけども団地ができます。やはり事前に検討してシミュレーションをや

ることによって、危険のリスクを掘り起こすことができますと。事前に対応

できるメリットがありますんで、そこら辺、今度の通学校区いろいろあろう

かというふうに思います。決定する際には、ぜひ御検討いただければという

ふうに思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 今言われたとおり、団地の増加、今後車両の増加など通学路を取り巻く環

境は日々変化していくというふうに思いますが、今回、調査指摘のあった場

所で新規に上がった分、毎回上がってくる分とでは違いがあろうかというふ

うに思います。今回上がってきた分の新規で急を要する物件、案件が何件上

がったか、ちょっとわかる範囲でいいんですけども、教えていただけないで

しょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育次長。 

教育次長 （勝本真二君） 

 毎年上がってくるのはやはりあります。急を要するというのが、今回あた

りはきのうのあった西高田の部分の工事の関係ですね。あの辺あたりがちょ



 

－ 147 － 

っと狭いちゅうのはもう前から。ただ、どうしてもあの部分においては狭い

部分ですから、どうしても今のところは時間帯をずらしてもらうというよう

な格好と、それと毎年困ってるところはどうしても古い団地の部分でありま

して、例えば、百合野団地あたりはどうしても道路幅が狭くて、先ほどの基

本的に車道と歩道あたりは分離したいとか、できたらガードレールとガード

パイプをしたいけど、でも高田の百合野団地の中あたりはどうしても無理だ

から、路側帯あたりでもしたいなと。ただ、路側帯するにしても側溝あたり

を溝ぶたをふたしてとか、そういうような対応になってしまってるんですが、

極力、後であると思うんですが、極力予算との兼ね合いがあるもんだから、

緊急にしたいなと思いながらも金額的にかなりのお金がかかる部分がありま

して、ただ、今すぐ動き始めたところとしては、高田中学校の高田越えのと

ころからトンネルがありますよね。トンネルを通って上がったところを、こ

の間、今も現在工事が始まったんですけど、あそこは本当、今現在工事をし

ていただいて、年度末ぐらいまでにはまたでき上がると。そういうふうに、

随時危険箇所あたりを減らすように努力していきたいと思っております、特

に管理課あたりと協力してですね、以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。新規の分には十分即効性を持った対応でお願いしときたい

というふうに思います。 

 続いて、狭い通学路、それと縁石のない歩道など子供を事故から守るには

一歩進めた対策が必要かなというふうに思っております。時間帯についての

交通規制、一部一方通行等行われておりますけども、進入禁止などの考えは

ないのか。また、歩道をカラー塗装にすることによって、ドライバーに注意

喚起を促すという環境は整えないのか、ちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育次長。 

教育次長 （勝本真二君） 

 通学路の一方通行あたりの時間の変更につきましては、ちょうど昨年度か

ら話をしてたと思いますが、長与小の前の部分に定林橋の付近からセブン－

イレブンの店のところまでっていうことで、一方通行がやっと、きのう何か、

時津警察署の方からそこの工事をします、きちんと標識が、結局今までは７

時半から８時半までを７時からという標識のかえをすると。一応新しい年度

からは時間設定が変わりますよと。そこあたりも町にも住民の方にもお知ら

せしたりとかそういう動きになりつつあります。 

 今後とも、今、分部議員さんがおっしゃったように、カラー舗装したりと

かそういうとこあたりも考えながら、やはり子供たちの安全安心な通学路に

していきたいなと思っとります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 
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  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。実際に、私がちょっとたまたま諫早に行く機会がありまし

て、諫早の真津山小学校、ちょうど諫早インターのとこにありますけども、

そこが海津方面から来る道路を７時から８時まで通行禁止ってしとるんです

よ、そしたら、周囲にはアパートとかもありまして、周辺住民の協力を得て、

そういう本当に狭い道路でしたけども、そういった実例もありますんで、本

当に危険というふうなとこがあれば、通行規制の方も考えていただきたいな

というふうに思いますし、実際に、これは守口市ですか、歩道をカラーにし

てちゃんと対策も打ってるところもありますし、東京の葛飾区ですか、カラ

ー舗装をこれから検討しますというような、長与町と同じようなホームなん

ですけども、そういったこともしとりますんで、ドライバーに関する注意喚

起もあわせて検討いただきたいというふうに思います。 

 続いて、不審者対策ですけども、警報通報装置、状況はわかりました。そ

ういうふうな中で、新しくなった長与小学校においてはすべての窓が強化ガ

ラスになってますよね。ほかの小・中学校、どのような状況か、ちょっとお

伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育次長。 

教育次長 （勝本真二君） 

 すべての学校においては、１階部分あたりについては強化ガラスになって

おります。特に管理上の徹底のために、一応そういうことです。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりましたけれども、今、１階部分ということで、このいわば強化ガラ

スにすることで侵入対策になりますけども、もし割れた場合の子供のけがの

保護にもなります。ガラスが粒状になって切れないというところもあります

ので、ぜひ検討をいただきたいというふうに思います。 

 続いて、大きな２点目の方に移りたいと思います。安全安心なまちづくり

についてということで、まず１点目ですけども、防犯灯関係です。既設の防

犯灯と新設にされた防犯灯が今現在長与に混在しております。これが特に明

るさの差が非常に目につくんですけども、これをどう感じてるのか、また設

置間隔ですけども、何かこれは電信柱添いについてますから、電信柱の間隔

が広ければ何か広いかなと、この違いは何かということでちょっとお伺いし

たいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  済みません、お答えをさせていただきます。 

 当然、ＬＥＤ電球と既存の蛍光灯という、明るさが違うんじゃないかとい

うことの御指摘でございますけれども、確かに蛍光灯もつけたすぐは明るさ
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についてはＬＥＤには負けないぐらいの力があるのかなと思っておりますが、

やはり耐用時間とかそういうものを見てみますと、かなり１０倍近くやっぱ

り差がありまして、そういう消耗度というものが非常にやっぱり早いのかな

というふうな感じがしております。そういうものが一つの原因かなと思って

おります。 

 それから、２点目の間隔がどうなのかという問題でございますけれども、

基準としては何メーター以内につけるとかそういう基準は設けておりません。

ただ、できれば電柱、電柱が約４０メーターということでございますので、

できるだけその範囲内ではつけていきたいということで、新規も含めて、今

設置をしておるというところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 今の答弁、ちょっと理解はしましたけども、やはり町道中尾城線、あそこ

の街灯が一番ベースになってくるとかなというふうに均等間隔につけられて、

明るさも暗いとこもなく、バランス間隔的にもきれいに照明されてるなとい

うふうに思います。ああいったのを基準にしていただいて、ちゃんとつけて

いただければなというふうに思います。 

 交差点に関してちょっと質問を忘れてましたんでちょっと質問したいと思

います。必要最低限の照明は基準で確保されてるということですけども、視

力が悪い方、特に高齢者とかより明るさが必要かなというふうに思います。

長与中央線を見たときに、進行方向の横断歩道側には必ず照明は設置されて、

周囲も照らされてますが、右折、左折を考えたときには若干暗いかなという

ふうに思います。４方向照らす照明とかそういったことは関係機関も含めて

検討されてないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （吉村 了君） 

 御指摘の件ですけども、状況は我々も一応そういう中央線から右折、左折

で行ったときに、一瞬、こう暗いということは我々もちょっと認識はしてお

ります。それで、そこら辺も対応となりますと、現在の街路灯の、これも経

年劣化でだんだん暗くなっていきますので、その辺の更新時期に合わせて、

そこら辺のその件も一緒に検討をさせてもらいたいと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 私が照度計２種類、ちょっと調達しましてはかったんですけども、長与中

央線より緑ヶ丘の交差点、あそこ新設されて明るいんですね。大体２０から

３０ルクスぐらい違うんですよ。あそこを通ればこれ事故ないよねってだれ

でも思うかなというふうに思いますし、やっぱり水銀灯とはあそこの長与の

緑ヶ丘の最新式にフロントワイド方式を使ってますから、より広い方向を照
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らすというふうになってますんで、ぜひとも交換の機会があれば早目にそう

いった照明に交換していただければなというふうに思います。 

 それと防犯灯関係で再度質問させていただきますが、長崎県の犯罪のない

安全・安心なまちづくり指針では、歩道は３ルクスレベルの照度を確保され

る必要があるというふうになっておりますけども、この環境をすべてクリア

してるのか、またその調査をされているのか、ちょっとお尋ねをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  今現在設置をしております防犯灯につきましては、蛍光灯が２０ワット、

ＬＥＤ防犯灯につきましても２０ワット相当ということで設置をしておりま

す。その目安といたしましては、通常４.５メーターの高さに設置をいたし

まして、そこから４メーター先の方の顔向きが判別できる、かつ挙動姿勢が

判断できるということで、基準としてはなっとるようでございます。ですか

ら、そのちょうど下のところが３ルクスという、２０ワットについては３ル

クスということでなっておるようでございます。 

 ただ、先ほど申しましたように、間隔が結構離れたところもありますし、

あるいは民家とかそういった明るさによってその場の照度も変わってまいり

ますので、そういう中でしとります。 

 ただ、そういった照度とかの調査はしておるかということでございますけ

れども、調査等についてはいたしておりません。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 わかりました。今の答弁の中で調査してないということなんですけども、

これ古い資料になりますけども、平成１２年に大阪府で調査をやられており

ます。府が８,７００万の予算を組んでそれぞれやられてるということにな

っとります。しかし、その中身、やっぱり府の全体でも３ルクスを満たして

ないところが５５％あるというような資料になってます。 

 そういったことで、長与町を見たときに、私も照度計、先ほど言いました

ようにつけてみました。やはりカウントできないんですね、真っ暗くて。３

ルクス以下っていうところが長与中央線でも見受けられましたし、長与中央

線以外はなっておろうかというふうに思いますけども、少なくとも長与中央

線はより明るいまちづくりのためには必要かなというふうに私は思ってます

んで、そこら辺がよろしく御対応の方をお願いしときたいというふうに思い

ます。 

 先ほど、４メートルの距離の人物が確認できるかできないかということが

ありましたけども、それ知的のテリトリーというような学者の図式であわら

されたというふうになっております。なぜ要人を警護するＳＰも４メートル

だそうですので、その４メートルの距離が認識できない、距離というのはや

はり長与町にも点在しとるかなというふうに思ってますんで、それを全部し
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ろとは言いませんので、ある程度の中央線を初め、幹線道路に入っていく道

についてはそれぞれ努力が必要かなというふうに思います。 

 ちょっと最後に質問をさせてもらいます。これ質問が上下しますけども、

済みません。 

 きのうの町長の施政方針の中で、新規事業として定林橋人道橋調査設計を

行うこととありました。実にスピード感のある対応と、私は評価しておりま

すが、過去に長与北小の人道橋建設に向けて、この場で多くの方が質疑を交

わしております。検討するというふうなことで進展があっておりません。今、

どういうふうな状況か、ちょっとお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 建設部長。 

建設部長 （鈴木典秀君） 

 北小の人道橋、昔から懸案になってる事項でございます。前も言ったかと

思うんですが、小学校側の方は歩道橋的に上げることも可能なんですが、こ

っちの浜崎側、おろすところがどうしても宅地が張りついてしまっておりま

して、どういうふうなところにおろそうかということで、今、検討をしてる

んですが、なかなか適地がみつからないというのが現状です。もう本当はこ

れはもう何十年前ですか、モデル事業というようなところでいろいろ検討し

たんですけども、その当時はまだあれだけ家も張りついていなかったもんで

可能だったんですが、現状では河川沿いにもう護岸沿いに道路が、浜崎がご

ざいます。それで、そこに橋のあれをおろすとなると道路が使えなくなる。

で、もうすぐ横にはもう宅地ということで、今ちょっと浜崎側のおろすとこ

ろを、橋をかけたにしても向こうの受け入れるところがちょっと、どこにっ

ていうかもう、ただ北小の場合には玄関の前あたりぐらいの範囲で検討しな

ければいけないし、もっと下流に行くと高く上げなきゃ越えられないという

ところで、今ちょっと場所をどこにするかということで検討はしてるんです

けど、苦慮してるというのがもう実態でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 北小の方も開校から３３年ですか、もうなってるというふうに思います。

これはできた当時からの多分子供の通学の安全安心を最優先に考えたときに

は、多分人道橋が必要かなということで今まで推進されてるのかなというふ

うに思いますし、いつも北小校区の児童が通るときには、やはり人道橋があ

れば便利やね、安全ね、車を、交通事故を心配しなくていいよねっていうよ

うなことも伺っておりますんで、そこら辺は町長、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 

 もう質問は以上で終わりますが、最後に、確かに明るさを求めれば、コス

トと生活環境の変化は発生しますが、無事故や犯罪抑止の観点から、もっと

積極的に行うべきだというふうに私は思います。何かあってからでは遅いで

すし、そのためのリスク管理は必要です。町長が思う、住んでよかったまち
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づくりには必要不可欠だと思います。いま一度、町内を夜間の安全安心なま

ちづくりに向け、一歩進めた検討をお願いいたしまして、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 これにて本日の日程は終了します。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

                            （散会 １６時０７分） 


